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横浜みどり税等について 

 

 

横浜みどり税については、９月 20 日の政策・総務・財政委員会において、概要やこれ

からの緑の取組（案）等について、ご報告させていただきました。 

本日、横浜市税制調査会から市長に対して、課税自主権活用上の諸課題の整理及び横浜

みどり税の取扱いについて取りまとめた「平成 25 年度横浜市税制調査会答申」が手交さ

れましたので、横浜みどり税の取扱いを中心に、その概要等についてご報告します。 

 

 

１ 平成 25 年度横浜市税制調査会答申について 

（１）横浜市税制調査会について 

  ア 根拠 

    横浜市附属機関設置条例に基づき設置された附属機関    

執行 
機関 

附属機関 担任事務 
委員の 
定数 

市長 
横浜市 

税制調査会 

横浜市の政策目標の実現に向けた課税自

主権の活用上の諸課題等についての調査

審議に関する事務 

10 人 

以内 

  イ 委員 

氏名 所属等 

青木 宗明 ＜座長＞ 神奈川大学 経営学部教授 

上村 雄彦 横浜市立大学学術院 国際総合科学群教授 

川端 康之 横浜国立大学大学院 国際社会科学研究院教授 

柴 由花 常葉大学 法学部准教授 

星野 菜穗子 和光大学 経済経営学部准教授 

望月 正光 関東学院大学 経済学部教授 

  ウ 任期 

    平成 24 年７月１日から平成 26 年３月 31 日まで 

  エ 市長からの諮問事項 

  （ア）当初諮問（平成 24 年 7 月 12 日） 

横浜市の政策目標の実現に向けた課税自主権の活用上の諸課題等について意見を

求める。 

（イ）追加諮問（平成 25 年 9 月 19 日） 

平成 26 年度以降の緑の取組における横浜みどり税の取扱いについて、意見を求め

る。 

平成 25 年 11 月 1 日
政策・総務・財政委員会
配 付 資 料
財 政 局



2 
 

オ 開催実績 

 日程 主な議題 報告事項等 

24

年

度 

平成 24 年 7月 12 日 
【諮問】横浜市の政策目標の実現に向けた課税自主権の活

用上の諸課題等について意見を求める。 
 

第１回 

平成 24 年 7月 12 日 
今後の進め方について  

第２回 

平成 24 年 11 月 29 日 

課税自主権活

用上の考え方

について 

住民自治の確

立に向けた地

方税制度改革

に対する横浜

市の考え方に

ついて 

 

横浜市みどりアップ計

画の現状 

第３回 

平成 25 年 1月 24 日 

横浜みどり税における

欠損法人課税免除措置

の経過等について 

第４回 

平成 25 年 3月 27 日 
指定都市と道府県と

の関係における税制

度のあり方について 

横浜みどりアップ計画

の推進について（24 年

度の事業・取組の進捗状

況、26 年度以降の緑施

策） 

25

年

度 

第５回 

平成 25 年 6月 20 日 

横浜みどりアップ計画の取組状

況について（現行の横浜みどり税

の検証） 

平成 25 年度の横浜市の

財政状況について 

第６回 

平成 25 年 7月 18 日 
  

第７回 

平成 25 年８月５日 

環境・防災関連施策促

進のための課税自主

権活用策の検討、検証 

 

平成 25 年 9月 19 日 
【諮問】平成 26 年度以降の緑の取組における横浜みどり

税の取扱いについて、意見を求める 
 

第８回 

平成 25 年 9月 26 日 

平成 26 年度以降の横浜みどり税の取扱いについて  
第９回 

平成 25 年 10 月 10 日 

第 10 回 

平成 25 年 10 月 24 日 

第 11 回 

平成 25 年 11 月 1 日 
答申の最終確認について  

平成 25 年 11 月 1 日 【答申】平成 25 年度横浜市税制調査会答申  

 

（２）課税自主権活用上の諸課題等の整理に関する答申の概要について 

  ＜主な内容＞ 

・課税自主権活用上の考え方について 

   ・住民自治の確立に向けた地方税制度改革に対する横浜市の考え方について 

   ・大都市の特例税制に関する検討 

   ・環境・防災関連施策促進のための課税自主権活用策の中間的な検討・検証 

別紙１「課税自主権活用上の諸課題等の整理に関する答申の概要」のとおり 

 

（３）横浜みどり税の取扱いに関する答申の概要について 

 ア 答申の概要について 

＜主な内容＞ 

 ・現行の横浜みどり税に対する検証について 

 ・平成 26 年度以降の横浜みどり税の取扱いについて 

別紙２「横浜みどり税の取扱いに関する答申の概要」のとおり 
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イ 横浜みどり税の使途及び必要額 

＜主な内容＞ 

 ・これからの緑の取組（案）における使途及び事業費 

 ・現行みどりアップ計画とこれからの緑の取組の事業費比較 

別紙３「これからの緑の取組の事業費[平成 26-30 年度]」のとおり 

 

２ 横浜みどり税に係る市民団体等の意見及び経済状況等について 

（１）26 年度以降の横浜みどり税や緑の取組に係る市民団体及び経済団体からの主な意見 

ア 市民団体 

（ア）横浜市町内会連合会、区連合町内会（18 区） 

・ 身近な緑をつくる取組は市民の目にふれるところでもっと進めてほしい。 

・ 来年４月からは、防災・減災のための住民税引上げが予定されているが、その

ような状況でもさらに、みどり税を継続するのか。 

・ みどりアップの取組は、各区でどのような事業が進められているのか見えてこ

ない。緑地の中には荒れたものも見受けられるので、維持管理の充実を図ってほ

しい。 

  （イ）横浜みどりアップ計画市民推進会議 

    ・ 樹林地の減少傾向は鈍化しているが、保全制度により指定されていない樹林地

はまだ多く残っている。より多くの指定につながるよう、土地所有者の思いや考

えをこれまで以上にしっかりと聞き、それぞれの状況に応じた対応を粘り強く続

けていく必要がある。 

 ・ 指定した樹林地の維持管理への支援や、市の管理による樹林地の適正な維持管

理は、良好な樹林地を維持していくための重要な取組であるため、継続してかつ

着実に進めていくべき。 

・ 市民が緑を身近に実感できる取組として街のシンボルとなる緑の創出や、多く

の市民が集まる場所・緑の少ない地域に重点を置いた取組を進めていく必要があ

る。 

イ 経済団体（市内法人会・青色申告会・間税会・納税貯蓄組合連合会、(社)横浜市造

園協会、(社)横浜市商店街総連合会、ＪＡ横浜・田奈、横浜商工会議所等） 

・ 身近な緑をつくる取組を、もっと充実させてほしい。 

・ 指定された樹林地の維持管理助成をさらに拡充してほしい。 

・ 国・県の環境保全施策・税制との整合性に配慮しながら、そのあり方や財源につ

いて横浜市の財政運営の中で十分に議論し、慎重に検討されることを切に要望する。 

・ 主旨は理解するが、企業も経営が厳しい状況があるので、行政の効率化の努力を

行った上で、できるだけ負担の軽減をお願いしたい。 

 

  ウ 緑の取組（素案）に対する市民意見募集（平成 25 年４～５月実施） 

・ 緑の保全・創造の取組の目標を進め、緑の減少に歯止めをかけようとすることに

ついて、「積極的に取り組む必要がある」「どちらかと言えば取り組む必要がある」

の回答が、個人 93.7％、法人 91.3％。 
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・ 緑の取組に必要な財源の一部を、横浜みどり税のように市民が負担することにつ

いて、「積極的に負担する必要がある」「どちらかと言えば負担する必要がある」の

回答が、個人：74.7％、法人：66.7％。 

 

（２）経済状況等 

  ア 全国の経済状況（内閣府月例経済報告 平成 25 年 10 月） 

景気は、緩やかに回復しつつある。先行きについては、輸出が持ち直し、各種政策

の効果が発現するなかで、家計所得や投資の増加傾向が続き、景気回復の動きが確か

なものとなることが期待される。ただし、海外景気の下振れが、引き続き我が国の景

気を下押しするリスクとなっている。 

月 月例経済報告における経済判断 

４ → 景気は、一部に弱さが残るものの、このところ持ち直しの動きがみられる。

５ ↑ 景気は、緩やかに持ち直している。 

６ ↑ 景気は、着実に持ち直している。 

７ ↑ 景気は、着実に持ち直しており、自律的回復に向けた動きもみられる。 

８ → 景気は、着実に持ち直しており、自律的回復に向けた動きもみられる。 

９ ↑ 景気は、緩やかに回復しつつある。 

10 → 景気は、緩やかに回復しつつある。 
 

  イ 市内の経済状況（第 86 回横浜市景況・経営動向調査 平成 25 年 9 月） 

市内企業の業況感は、製造業は３期連続で上昇、非製造業は天候不順等を理由に低

下、来期はともに上昇する見通し。 

○ 横浜市内企業の自社業況（BSI 値）の推移  

第 86 回横浜市景況・経営動向調査報告（横浜市経済局 平成 25 年９月公表） 

H23 H24 H25 
4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 

▲27.2 ▲21.7 ▲26.7 ▲29.2 ▲25.9 ▲30.6 ▲33.1 ▲28.3 ▲18.2 ▲20.0

※ BSI 値：企業が感じる景気の強弱感を算式により求めた値。自社業況 BSI 値は、自社業況が
「良い」と回答した割合から「悪い」と回答した割合を減じた値。 
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（出典）横浜市景況・経営動向調査（経済観光局・横浜商工会議所）
（注1）ＢＳＩ＝「良い割合」-「悪い割合」
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課税自主権活用上の諸課題等の整理に関する答申の概要 

 

 

１ 課税自主権活用上の考え方について （答申第１章、第１） 

横浜市では、これまで、勝馬投票券発売税、横浜みどり税、新築された省エネルギー対策住宅に

係る都市計画税の減額、企業立地促進税制など、個別の政策課題ごとに課税自主権の活用を検討し

てきた。そこで、横浜市税制調査会の設置に伴い、税制の活用の問題点や考え方等について、これ

までの具体的な議論も踏まえた上で、改めて課税自主権の活用上の考え方として再整理・再確認を

行うこととした。 

課税自主権

活用の目的 

特定施策を実施する 

ための財源確保 
（単なる財源不足に対する財源確保は、課税
自主権の活用ではなく、地方交付税等の財政
調整制度や国からの税源移譲等で対応すべ
きもの） 

特定施策の誘導（インセンティブ） 

課税自主権

活用の手法 

「税の重課」 

・既存課税税目の超過課税 

・法定外税の創設 

「税の重課」 

・既存課税税目の 

超過課税 

・法定外税の創設 

「税の軽減」 

・課税免除 

・不均一課税 等 

具体例 ・横浜みどり税条例（市民税均等割超過

課税） 

・法人市民税の超過課税 

 ・横浜みどり税条例（固

定資産税等軽減） 

・企業立地促進条例に

基づく不均一課税 

・新築省エネルギー対策

住宅等に係る都市計画

税の減額 

具体的活用

にあたって

の留意事項 

○ 施策の重要性 

税は、政策目的実現のための財源確

保手段の一つ。施策の重要性や施策の

目的・内容が明確でなければ、税の議

論に入れない。 

○ 財政状況の説明・行財政改革等の

取組 

新たな市民負担を求めるには、財政

状況と行財政改革等に対する理解と納

得が欠かせない。 

○ 受益と負担の関係性等 

特定施策実施の財源確保には、当

該施策への関連性に応じて税負担を求

めることが合理的である。  

○ あらゆる活用方策（選択肢）の検討

最初から特定の手法に絞らずに、す

べての手法を検討し、市民にとって最も

適切な方策を選択することが必要であ

○ 手段の適切性の視点 

税制手法を活用するにあたっては、補助金を含

めその他の有効的な手法について幅広く検討を行

い、その検討の結果、税制措置を講ずることが効果

的であると判断できる場合のみ活用していくべき。 

○ 効果の視点 

当該軽減措置を講じることによって、特定施策の

目的が達成されるかどうかを見込むとともに、その

効果を検証する必要がある。 

○ 財政上の視点 

税の軽減は、地方自治体の財政上支障のない

範囲内において講じられるべき。施策誘導的に税

制度を活用することは、基本的には税の副次的な

役割であるため、軽減措置による減収によって、本

来の資金調達の意義が失われ、公共サービスの提

供に支障をきたすものであってはならない。 

○ 負担の公平性の視点 

軽減措置により失われる公平性・中立性と施策

別紙１ 
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る。 

○ 施策等の市民説明 

対象となる施策の目的、理由、必要

性等について十分な説明と、理解を得

る必要がある。 

○ 時限的手法の必要性 

一定の期限を定めて課税を行う。定

期的に検証を行い、見直しや継続の判

断を行う。 

○ 使途の明確化の必要性 

新たな税収を既存の税収と分け、使

途を明確にする仕組みが重要 

○ 市民参画の必要性 

施策の実施、効果検証、施策の提言

等についても、市民参画の仕組みを作

ることが重要である。 

○ 徴税コスト 

税収を得るためのコストと、それにより

得られる税収とのバランスを考えなけれ

ばならない。 

○ その他 

納税義務者や徴収方法の選定は、

公平性や受益と負担の観点などから十

分な検討を行う必要がある。 

の目的（公益）を比較して、公益が勝るものであるか

について行政や議会が責任を持って検証し、税負

担の格差が生じることについて、市民の理解が得ら

れなければならない。 

○ 税の重課における留意事項 

特定施策を実施するための財源確保における留

意事項も押さえておくべき。 

 

２ 住民自治の確立に向けた地方税制度改革に対する横浜市の考え方について （答申第１章、

第２） 

国の「地域の自主性・自立性を高める地方税制度研究会」がまとめた地方税制度改革の考え方（平成

24 年 11 月）に対して、横浜市がこれまでも課税自主権を活用してきた又は今後も活用していく立場か

ら、横浜市税制調査会としての考え方を示すこととした。 

○ 法定外税の新設・変更への国の関与に対する考え方 

・ 法定外税の新設又は変更における総務大臣の同意要件の見直しに当たっては、地方分権の立場を

重視し、見直すべき。 

 

 

 

 

○ 税率についての課税自主権の拡大について 

・ 制限税率（本市：法人市民税・軽自動車税・都市計画税）は、基本的に不要である。 

・ 標準税率は、地方交付税による財政調整を行う限り、概念を無くすことはできない。 

○ 地方消費税の賦課徴収に係る地方団体の役割の拡大 

市町村も含めた地方団体は、納税相談を伴う収受等の取組を進め、将来的には、地方団体に対する

申告書提出の制度化をも目指すということであるが、課税団体である道府県はともかく、課税団体で

※ 総務大臣の同意要件 
① 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく
過重となること 
② 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること 
③ ①及び②に掲げる者を除く外、国の経済施策に照らして適当でないこと 
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ない市町村に対してこうしたことを求めるという国の方針は課題が多い。市町村にも課税権や収入権

を与え、交付金ではなく税収として配分を受けられるようにするのが先決である。 

 

３ 大都市の特例税制に関する検討 （答申第１章、第３） 

指定都市は、事務配分の特例により道府県から事務・権限が移譲されているにも関わらず、必要な財

源について税制上の措置が不十分であるという課題認識を持っている。この対応案として、課税自主権

を活用し、例として、個人市民税の超過課税と、個人県民税の不均一課税を併せて行う方法を考えるこ

ととし、こうした課税自主権の活用は、現行法において可能かどうかについて検討した。 

○ 現行法においては、税源移譲の対応策として課税自主権を活用し、地域限定で不均一課税を行うこ

とについては、不均一課税の立法趣旨から考えると、法に定める「公益上その他の事由」には当ては

まらず困難と考える。 

○ 横浜市税制調査会としては、税源移譲により対応することを基本とし、県と指定都市は、地方分権

の精神を踏まえて、真剣に議論をすべきであるということに尽きる。また、国は、地方税法の改正な

ど、必要な部分に積極的に関与すべきであると考える。 

 

４ 環境・防災関連施策促進のための課税自主権活用策の中間的な検討・検証 （答申第２章、

第１） 

平成 25 年度分の都市計画税から導入された、環境・防災関連施策促進のための減額制度について、

課税自主権が活用されている事例であることから、中間的に検討・検証を行うこととした。 

新築省エネ対策住宅に係る都市計画
税の減額措置 

導入初年度であり、インセンティブ効果を判断することは難しい

が、地球温暖化対策に一定の寄与を果たしている。消費税引上

げの中、今後もインセンティブ効果を発揮していくことが期待され

る。 

熱損失防止改修住宅及び耐震基準
適合住宅に係る都市計画税の減額
措置 

導入初年度であり、インセンティブ効果を判断することは難しい

が、今後の実績値の推移を見ながら、適宜判断していきたい。 

 



 

１ 現行の横浜みどり税に対する検証について （答申第２章、第２）   

 課税自主権活用の前提事項である、施策の重要性の検証と財政状況・行財政改革の取組に係る評価・検証を行った

後、横浜みどり税条例に基づく税制の検証を行った。 

課税自主権活用の前提事項に係る検証 

施策の重要性（横浜みどりアップ計画） 財政状況の説明・ 
行財政改革等の取組

「樹林地を守

る」施策 

・ 横浜みどり税が、相続等の不測の事態が発生した際の買取りのための

財源として大きな役割を果たすとともに、このことが特別緑地保全地区等

の指定に際して土地所有者の安心感につながり、計画前よりも指定が進

んだことは、大きく評価。緑の総量を維持するために取組の継続が必要。 

・横浜市の財政状況

は、依然として厳しい

状況であるが、財政

規律を重視した市債

発行に努めている。 

・市全体で行政内部

経費の徹底した見直

しに取り組んでいる。 

「農地を守る」

施策 

・ 横浜みどり税は、水田の保全、収穫体験農園の開設支援などに充当さ

れ、相応の実績を上げているものと評価。 

「緑をつくる」

施策 

・ 地域ぐるみで緑化を進める取組である、地域の緑のまちづくり事業にお

いて、地域にふさわしい緑化計画の策定や民有地等の緑化の実績は、み

どり税充当事業としてふさわしいものであったと評価。 

 
 

横浜みどり税条例に係る税制の検証 

横

浜

み

ど

り

税 

課税手法 

横浜みどりアップ計画の事業・取組の実施による受益は、実際に、広く個人・法人に及んで

いることから、市民税（個人・法人）均等割の超過課税という課税手法を採用したことは、妥当

である。 

課税期間 
定期的に事業効果の検証を行っていくうえで、５年間という期間設定が合理的であり、課税

期間として妥当である。 

納税義務者 

・ 法人に課税することについては、当然のこと。個人との兼ね合いからも当然問題ない。 

・ 緑の保全・創造はすべての市民・法人に広く及んでいることから、欠損法人の課税免除措

置は、望ましいとはいえない。やむを得ず特例を設ける場合であっても、適切に判断すべき。 

使途 

・ 使途については、主として、①樹林地・農地の確実な担保（公有地化）、②身近な緑化の

推進、③維持管理の充実によるみどりの質の向上、④ボランティアなど市民参画の促進につ

ながる事業の４点に整理されており、この使途に沿って事業が実施され、事業結果として成果

があったものと評価。 

・ 都心臨海部や緑の少ない地域の緑化の取組を充実させることも必要。 

・ 特別緑地保全地区等の指定拡大に伴って、維持管理費用の支援を充実させる必要が生じ

てくるが、維持管理の支援が、指定の推進につながっていることに留意する必要がある。 

税率 
５年間で実施されてきた事業は、全体としては着実な成果が認められるなど、税率の水準は

適当であったと評価することができる。 

固
定
資
産
税
等 

施策誘導を 
目的とした税
負担の軽減 

・ 固定資産税等の軽減措置は、市街地等の緑化誘導や農地の維持保全に対するインセン

ティブとして、一定の成果は出ており、これらの制度を導入した成果はあったと考える。 

市民参画 
・ 横浜みどりアップ計画市民推進会議は市民の立場からチェックを行うことに加え、緑の保

全・創造による受益をうける市民自らが携わる仕組であると評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 平成 26 年度以降の横浜みどり税の取扱いについて （答申第２章、第３） 

26 年度以降の横浜みどり税の取扱いについては、まず、課税自主権の活用の前提条件を検証した。 

課税自主権活用の前提事項の整理 

施策の重要性 財政状況の説明・行財政改革等の取組 

・ 横浜市が取りまとめた「これからの緑の取組［平成 26

－30 年度］（案）」は、これまでの取組の成果や課題等

を踏まえて計画されており、全体として十分合理性が認

められる。 

・ 義務的経費の自然増が見込まれる中、横浜市の財政

状況は、依然として厳しい状況にある。 

・ 全職員に対して、絶えず主体的な業務改善に取り組

むよう求めていることや、外郭団体に対する財政支援の

縮小することなど、市全体で行政内部経費の徹底した

見直しに取り組んでいる。 

 

 

前提事項を満たすことを確認した後に、横浜みどり税の継続の方向性が示され、具体的な税制案の検討を行った。 

横浜みどり税条例における税制案の検討 

横

浜

み

ど

り

税

課税手法 

・ 26 年度以降も緑の取組を実施するためには、標準的税負担による行政需要を超える水準の

コストを要するとともに、緑の保全・創造による受益は、市民である個人・法人に広く及ぶから、

市民税（個人・法人）均等割の超過課税を採用すべきと考える。 

課税期間 

・ 引き続き５年間という課税期間で適当と考える。 

・ 課税期間が終了しても、基金に残った額は、引き続き樹林地買取のための財源として機能

する必要があり、課税期間と基金存続期間は一致しない。 

納税義務者

・ 市民税（個人・法人）均等割への超過課税によって、多くの市民（個人・法人）に広く薄く負担

を求める方法によることがふさわしいものである。 

・ 緑の保全・創造はすべての市民・法人に広く及んでいることから、欠損法人の課税免除措置

は、望ましいとはいえないが、特例措置を設ける場合は、政策目標と効果を明らかにし、横浜市

と市会で熟慮した上で決定すべき。 

使途 

・ 基本的には現行の４点の整理が適当と考える。 

・ 横浜みどり税の使途の根幹は、特別緑地保全地区に指定した樹林地の買取（公有地化等）

であるが、指定の拡大に伴い維持管理の重要性が増すことと、維持管理の支援が、緑地保全

制度による指定等、緑の確実な担保につながっていることを留意する必要がある。 

・都心臨海部や緑の少ない地域の緑の創出に対して使途を拡充することも必要。 

税率 

・ これからの緑の取組［平成 26-30 年度］（案）のうち、横浜みどり税を充当することが適切な事

業を抽出し、さらに国費・市債・既存の一般財源の充当分を除いた結果、横浜みどり税による

必要財源額は約130億円となった。仮に、これらの全てを市民税（個人・法人）均等割超過課税

によってまかなうこととした場合、個人の負担額は、概ね 900 円程度、法人は規模等に応じた均

等割額の９％程度（4,500 円～270,000 円）になると試算。 

・ ただし、具体的な税率は、横浜市と市会において協議した上で設定されるべきもの。その際

には、これからの緑の取組（案）における横浜みどり税の充当の考え方等について市民の理解

を得ることが重要。 
固
定
資
産
税
等

施策誘導を 
目的とした 
税負担の 

軽減 

・ 固定資産税等の軽減措置は、インセンティブとして一定の成果は出ているとともに、横浜みど

り税の創設と税負担の軽減による誘導策をセットでの実施が適当と整理され、当該軽減措置が

導入された経緯もあることから、26 年度以降も引き続き実施することが適当と考える。 

市民参画 
・ 横浜みどりアップ計画市民推進会議は有効に機能していると評価できるものであり、引き続

き、設置が必須と考える。 

 

横浜みどり税の取扱いに関する答申の概要 別紙２ 
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別紙３ 

※これからの緑の取組［平成 26-30 年度］（案）より抜粋 

Hiruta
取り消し線
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「これからの緑の取組（案）」取組・事業費⼀覧
取組の柱１　市民とともに次世代につなぐ森を育む（事業費366億円（76％）【注1】）

施策１　樹林地の確実な保全の推進 （単位：百万円）

うち
みどり税
必要分

うち
みどり税
以外

継続
or

新規
or

一部変更

①

②
③

④

⑤

樹林地・農地等の確実な
担保（公有地化等）
身近な緑化の推進
維持管理の充実によるみ
どりの質の向上
ボランティアなど市民参加
の促進につながる事業
①～④以外（既存分など）

充当
ｏｒ

非充当

● 緑地保全制度による新規指定：
500ha

・ 緑地保全制度に基づく地区指定による樹林地の保全

● 市による買取りの想定面積：108ha ・
・
土地所有者の不測の事態等による土地の買取り
保全した樹林地の整備

施策２　良好な森を育成する取組の推進

うち
みどり税
必要分

うち
みどり税以

外

● ガイドライン等を活用した維持管理：
推進

・ 森づくりガイドライン（維持管理の技術指針）等を活用し
た維持管理の推進
※都市公園内のまとまった樹林も対象に追加

● 保全管理計画の策定：
樹林地　15か所　公園　10か所

・ 森ごとの具体的な管理の計画を定めた保全管理計画
に基づく森づくりの推進
※都市公園内のまとまった樹林も対象に追加

(2) 指定された樹林地に
おける維持管理の支
援

● 維持管理の支援：650件を想定 ・ 指定した樹林地の外周部などで土地所有者が行う危
険・支障樹木の管理作業の支援
※新規に指定された樹林地への支援を充実

一部変更
※

充当 600 － 600 600 －

(3) 生物多様性に配慮し
た防災性・安全性の
向上

● 法面の整備：10か所 ・ 防災や安全面の対策が必要な緑地の法面を対象に、
生物多様性にも配慮した法面整備の推進（植栽可能な
法面等）

継続 充当 1,000 － 1,000 1,000 －

(4) 間伐材の有効活用 ● チッパーの貸し出し：推進 ・ 間伐材の有効活用の推進、活用方法の検討 継続 充当 45 － 45 40 5

● 森づくり活動団体の育成：推進 ・ 活動団体のスキルアップにつながる研修（安全確保、
リーダー養成等）の実施

● 森づくりボランティアへの情報発信、
広報・PRの充実

・ ボランティア（登録者）を対象とした活動スキルなどを学
ぶ研修の開催や、森づくりに関する情報発信

(2) 森づくり活動団体へ
の支援

●

●

森づくり活動団体への支援：
延べ50団体
公園内のまとまった樹林で活動する
公園愛護会への支援：延べ50団体

・ 活動に対する助成、道具の貸出し、専門家の派遣
※都市公園の樹林で活動する公園愛護会を支援の対
象に追加

一部変更
※

充当 28 － 28 28 －

【注１】事業費は見込み値であり、毎年度の予算は議会の議決をもって決定します。

【注２】横浜みどり税の使途の分類の「（）」は、主な取組の種別以外にも関連する取組の種別がある場合に記載しています。

【注３】みどり税の充当・非充当の欄において、「充当」とは横浜みどり税の対象となる事業でその財源の一部又は全部に横浜みどり税が充当されるものであり、「非充当」とは横浜みどり税が充当されない事業をいいます。

充当 41

③ 森を育む人材の育
成

(1) 森づくりを担う人材の
育成

継続 ④（③）【注２】

④（③）【注２】

－ 41 －41

② 生物多様性・安全
性に配慮した森づ
くり

(1) 森づくりガイドライン
等を活用した森の育
成

一部変更
※

①[指定している民有樹
　林地]
③[公有地化されている
　市有緑地や都市公園
　内の樹林地]

①

③

③

－ 2,100

みどり税の
充当・
非充当

５か年
事業費

充当 2,100

みどり税の
充当・
非充当

５か年
事業費

971

777

3,556

1,323

備考うち
国費・市債

うち
一般財源

事業名 取組名 目標値
取組内容を補足説明

※変更内容

充当 32,494 27,967 4,527
① 緑地保全制度によ

る指定の拡大・市
による買取り

(1) 緑地保全制度による
指定の拡大・市によ
る買取り

継続 ①

事業 取組 ５か年目標 取組内容
現行計画
との比較

横浜みどり税の
使途の分類

備考事業 取組 ５か年目標 取組内容
現行計画
との比較

横浜みどり税の
使途の分類 うち

国費・市債
うち

一般財源

事業費 325億円

事業費 37億円

事業費 0.7億円

【注1】

【注1】

【注1】
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施策３　森と市民とをつなげる取組の推進 （単位：百万円）

うち
みどり税
必要分

うち
みどり税以

外

継続
or

新規
or

一部変更

①

②
③

④

⑤

樹林地・農地等の確実な
担保（公有地化等）
身近な緑化の推進
維持管理の充実によるみ
どりの質の向上
ボランティアなど市民参加
の促進につながる事業
①～④以外（既存分など）

充当
ｏｒ

非充当

(1) 森の楽しみづくり ● イベント実施及び広報活動：180回 ・

・

森に関わるきっかけとなる親子で参加できるイベントや
広報の実施（区民まつり、市民の森等で開催）
自然解説、プログラムリーダーの育成

継続 充当 100 － 100 100 －

● ガイドマップ作成：新規に指定された
市民の森等を対象に作成

・ 市民の森・ふれあいの樹林のガイドマップ作成 充当 － 30 30 －

● ウェルカムセンターの運営：推進 ・ ウェルカムセンター（四季の家、にいはる里山交流セン
ター、環境活動支援センター、虹の家、自然観察セン
ター）における展示解説や環境学習の機会の提供等
を、企業のCSR活動などと連携しながら実施

非充当 － 200 － 200

【注１】事業費は見込み値であり、毎年度の予算は議会の議決をもって決定します。

【注２】横浜みどり税の使途の分類の「（）」は、主な取組の種別以外にも関連する取組の種別がある場合に記載しています。

【注３】みどり税の充当・非充当の欄において、「充当」とは横浜みどり税の対象となる事業でその財源の一部又は全部に横浜みどり税が充当されるものであり、「非充当」とは横浜みどり税が充当されない事業をいいます。

取組の柱１　合計 36,639

230

27,967 8,672 1,9536,719

④ 市民が森に関わる
きっかけづくり ④

(2) 森に関する情報発信
一部変更
※ウェル
カムセン
ターの整
備から運
営へ

④

⑤

備考

事業名 取組名 目標値
取組内容を補足説明

※変更内容

うち
国費・市債

うち
一般財源

事業 取組 ５か年目標 取組内容
現行計画
との比較

横浜みどり税の
使途の分類

みどり税の
充当・
非充当

５か年
事業費

事業費 3億円 【注1】
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取組の柱２　市民が身近に農を感じる場をつくる（事業費40億円（８％）【注1】）

施策１　農に親しむ取組の推進 （単位：百万円）

うち
みどり税
必要分

うち
みどり税以

外

継続
or

新規
or

一部変更

①

②
③

④

⑤

樹林地・農地等の確実な
担保（公有地化等）
身近な緑化の推進
維持管理の充実によるみ
どりの質の向上
ボランティアなど市民参加
の促進につながる事業
①～④以外（既存分など）

充当
ｏｒ

非充当

(1) 水田の保全 ● 水田保全面積：125ha（H30年度末） ・ 水稲作付を10年間継続することを条件に奨励金を交付 183 183 －

● 水源の確保：10か所 ・ 良好な水田景観保全のための水源の確保 160 － 160

(2) 特定農業用施設保全
契約の締結

● 制度運用 ・ 農地と農業用施設を10年間適正に管理することを条件
に、農家の住宅敷地等にある農業用施設用地の固定
資産税・都市計画税を10年間軽減

継続 非充当 5 － 5 － 5

・ まとまりのある農地を良好に保全する団体の取組（公
益施設の清掃や、農地縁辺部への草花の植栽など）
※生物多様性に配慮した農業用水路の機能維持を追
加

・ 農地周辺の環境を良好に保全する取組
（農地周辺の不法投棄対策）

● 共同利用設備の整備：25件 ・ 農地から発生する土埃を予防・解消する取組
（牧草の栽培奨励）
地域の団体で共同利用する管理用設備の整備
（剪定枝等のたい肥化設備）

・ 農地の長期間（６年以上）の貸し借りの促進

・ 遊休農地を市が一時的に借り受けて復元し、利用希望
者への貸付を促進

・ 収穫体験農園の開設支援 － 168 168 －

・
市民農園の開設支援（栽培収穫体験ファーム、環境学
習農園、特区農園） － 47 － 47

・ 農園付公園の整備 1,367 933 933 －

● 横浜ふるさと村、恵みの里で農体験
教室などの実施：500回

・ 横浜ふるさと村、恵みの里で農体験教室などの実施

● 農ある横浜・あぐりツアーの開催：
20回

・ 市民に横浜の農を知ってもらうあぐりツアー（市内の生
産現場や直売所を巡る）の開催

● 農のある地域づくり協定の
新規締結：4件

・ 農家と地域住民の協働により、地域の農環境の保全を
図る取組の支援（援農活動や地域交流活動等）

● 体験学習講座の開催：25回 ・ 講座（市民農業大学講座や体験学習講座）の実施によ
る農体験の場の提供と援農の推進

【注１】事業費は見込み値であり、毎年度の予算は議会の議決をもって決定します。

【注２】横浜みどり税の使途の分類の「（）」は、主な取組の種別以外にも関連する取組の種別がある場合に記載しています。

【注３】みどり税の充当・非充当の欄において、「充当」とは横浜みどり税の対象となる事業でその財源の一部又は全部に横浜みどり税が充当されるものであり、「非充当」とは横浜みどり税が充当されない事業をいいます。

62

② 農とふれあう場づく
り

(1) 様々な市民ニーズに
合わせた農園の開設

●

⑤

①

(2) 市民が農を楽しみ支
援する取組の推進

新規
※一般会
計から移

行

⑤ 非充当

様々なニーズに合わせた農園の開
設：25.8ha

一部変更
※市民農
園の開設
支援を一
般会計か
ら移行

④

充当

62

2,514

－

－

177

－

－

⑤

⑤

(3) 農景観を良好に維持
する取組の支援

●

●

良好に維持されている農地の面積：
680ha（H30年度末）

水路機能の維持：5地区

≪支援する取組≫

一部変更
※

一部変更
※水源の
確保を一
般会計か
ら移行

①

充当 343

③

③

⑤

充当 562

－

362

200

① 良好な農景観の保
全

みどり税の
充当・
非充当

５か年
事業費

(4) 多様な主体による
農地の利用促進

● 農地の長期貸借により保全されて
いる農地：80ha（H30年度末） 継続 ① 充当 177

事業 取組 ５か年目標 取組内容
現行計画
との比較

横浜みどり税の
使途の分類 うち

国費・市債
うち

一般財源

事業名 取組名 目標値
取組内容を補足説明

※変更内容

備考

362

－

－

62

－

200

177

－

事業費 11億円

事業費 26億円

【注1】

【注1】
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施策２　地産地消の推進 （単位：百万円）

うち
みどり税
必要分

うち
みどり税以

外

継続
or

新規
or

一部変更

①

②
③

④

⑤

樹林地・農地等の確実な
担保（公有地化等）
身近な緑化の推進
維持管理の充実によるみ
どりの質の向上
ボランティアなど市民参加
の促進につながる事業
①～④以外（既存分など）

充当
ｏｒ

非充当

● 直売所等の支援：52件、青空市運営
支援：25件

・ 直売所等の整備・運営支援

● 緑化用植物の生産・配布：125,000本 ・ 市民が市内産植木や草花に親しめる機会の創出（市民
への配布や公共施設への植栽への活用等）

● 情報発信・PR活動：推進 ・ 市民が地産地消の情報を得られる機会の拡大（情報誌
やパンフレットの制作・発行等）

・ はまふぅどコンシェルジュ（横浜の食・食卓と農地・農業・
農産物をつなぐ取組を自主的に行っている市民）の育
成

・ 直売ネットワーク（ＪＡとの連携による市内直売所のネッ
トワーク化）、地産地消サポート店（市に登録された市
内産の農畜産物メニューを提供する飲食店等）の活動
支援

● フォーラムの開催：5回 ・ 地産地消活動の発表と情報交換の場の設定

● 企業等との連携：50件 ・ 地産地消を広げる「農と企業等との連携」のマッチング

● ビジネス創出支援：25件 ・ 市内中小企業等を対象に地産地消に関するビジネス創
出の支援

● 学校給食での市内産農産物の利用
促進：推進

・ 小学生による料理コンクールの開催、「食」と「農」に関
わるパンフレットの全校配布等

【注１】事業費は見込み値であり、毎年度の予算は議会の議決をもって決定します。

【注２】横浜みどり税の使途の分類の「（）」は、主な取組の種別以外にも関連する取組の種別がある場合に記載しています。

【注３】みどり税の充当・非充当の欄において、「充当」とは横浜みどり税の対象となる事業でその財源の一部又は全部に横浜みどり税が充当されるものであり、「非充当」とは横浜みどり税が充当されない事業をいいます。

うち
一般財源

257

22

43

取組の柱２　合計 3,985 1,367 2,618

22

５か年
事業費

非充当 257

非充当 43

非充当

－

－

－

③ 身近に感じる地
産地消の推進

(1) 地産地消にふれる機
会の拡大

みどり税の
充当・
非充当

④ 市民や企業と連携
した地産地消の展
開

(1) 地産地消を広げる人
材の育成

● はまふぅどコンシェルジュの活動支
援：100件

新規
※一般会
計から移

行

⑤

一部変更
※青空市
の運営支
援や情報
発信、Ｐ
Ｒ活動を
一般会計
から移行

⑤

(2) 市民や企業等との連
携

新規
※一般会
計から移

行

⑤

※市内産農産物を利用した商品の開発等

⑤

備考事業 取組 ５か年目標 取組内容
現行計画
との比較

横浜みどり税の
使途の分類

事業名 取組名 目標値
取組内容を補足説明

※変更内容

うち
国費・市債

257

22

43

957

－

－

－

1,661

事業費 3億円

事業費 0.6億円

【注1】

【注1】
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取組の柱３　市民が実感できる緑をつくる（事業費78億円（16％）【注1】）

施策１　市民が実感できる緑を創出する取組の推進 （単位：百万円）

うち
みどり税
必要分

うち
みどり税以

外

継続
or

新規
or

一部変更

①

②
③

④

⑤

樹林地・農地等の確実な
担保（公有地化等）
身近な緑化の推進
維持管理の充実によるみ
どりの質の向上
ボランティアなど市民参加
の促進につながる事業
①～④以外（既存分など）

充当
ｏｒ

非充当

(1) 民有地における緑
化の助成

● 緑化の助成：65件 ・ 基準以上の緑化を行った事業者に対し、緑化費用の一
部を助成
※緑の少ない区での緑化に対し支援を充実、維持管理
費用の助成を新設

一部変更
※

充当 148 － 148 123 25

(2) 建築物緑化保全契約
の締結

● 制度運用 ・ 条例等に定める基準以上の緑化を行い、保全すること
に対し、建築物の敷地に対する固定資産税・都市計画
税を軽減

継続 非充当 － － － － －

(3) 名木古木の保存 ● 制度運用 ・ 地域住民に古くから親しまれている樹木を保存すべき
樹木としての指定し、維持管理に必要な費用の一部を
助成

継続 充当 109 － 109 100 9

(4) 人生記念樹の配布 ● 40,000本配布 ・ 人生の節目である出生、小学校入学、結婚などの記念
として苗木を無料で配布

継続 充当 50 － 50 22 28

(2) 公有地化によるシン
ボル的な緑の創出

● 緑の創出：5か所 ・ 緑の少ない区などを対象に、多くの市民の目にふれる
場所で、国や市などが持っている土地の利用形態が変
更になる機会などを捉えて用地を確保し、緑豊かな公
園の整備を実施

新規 充当 1,650 1,327 324 324 －

(3) いきいきとした街路樹
づくり

● 18区で推進 ・ 街路樹を良好に育成するため、せん定などの維持管理
を推進（通常の維持管理に上乗せして実施）
※都心臨海部や区の代表的な街路樹は、より重点を置
いて実施

一部変更
※

充当 1,445 － 1,445 1,445 －

【注１】事業費は見込み値であり、毎年度の予算は議会の議決をもって決定します。

【注２】横浜みどり税の使途の分類の「（）」は、主な取組の種別以外にも関連する取組の種別がある場合に記載しています。

【注３】みどり税の充当・非充当の欄において、「充当」とは横浜みどり税の対象となる事業でその財源の一部又は全部に横浜みどり税が充当されるものであり、「非充当」とは横浜みどり税が充当されない事業をいいます。

①（②）【注２】

③

・ 公共施設などで、視認性が高く多くの市民が実感できる
緑の創出及び維持管理の実施

継続 ②（③）【注２】 充当 1,370 － 1,370② 公共施設・公有地
での緑の創出

(1) 公共施設・公有地で
の緑の創出・管理

●
●

緑の創出：58か所
緑の維持管理：推進

① 民有地での緑の創
出 ②（③）【注２】

⑤

③

②

備考

事業名 取組名 目標値
取組内容を補足説明

※変更内容

事業 取組 ５か年目標 取組内容
現行計画
との比較

横浜みどり税の
使途の分類

みどり税の
充当・
非充当

５か年
事業費 うち

国費・市債
うち

一般財源

1,220150

事業費 3億円

事業費 45億円

【注1】

【注1】
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施策２　緑を楽しむ市民の盛り上がりを醸成する取組の推進 （単位：百万円）

うち
みどり税
必要分

うち
みどり税以

外

継続
or

新規
or

一部変更

①

②
③

④

⑤

樹林地・農地等の確実な
担保（公有地化等）
身近な緑化の推進
維持管理の充実によるみ
どりの質の向上
ボランティアなど市民参加
の促進につながる事業
①～④以外（既存分など）

充当
ｏｒ

非充当

③ 市民協働による
緑のまちづくり

(1) 地域緑のまちづくり ● 46地区 ・ 地域が主体となり、地域にふさわしい緑を創出する計画
をつくり、計画を実現していくための取組を、市民との協
働で推進

継続 充当 931 － 931 931 －

・ 子供を育む空間である保育園、幼稚園、小中学校にお
いて、園庭・校庭の芝生化などを進め、多様な緑を創出
※芝生化に加え、ビオトープ整備や植栽、花壇づくりも
対象とする

・ 芝生等の維持管理に対する支援
※芝生に加え、ビオトープや植栽、花壇も対象とする

⑤ 緑や花による魅
力・賑わいの創出

(1) 都心臨海部の緑花に
よる賑わいづくり

● 都心臨海部で推進 ・ 公共施設を中心に緑や花による空間演出や質の高い
維持管理を集中的に展開し、街の魅力形成、賑わいづ
くりにつなげる（グランモール公園のリニューアルや、東
横線跡地の遊歩道化に合わせた緑の創出など）

新規 充当 1,620 － 1,620 1,470 150

◆効果的な広報の展開（事業費0.8億円【注１】）

具体的な取組 （単位：百万円）

うち
みどり税
必要分

うち
みどり税以

外

継続
or

新規
or

一部変更

①

②
③

④

⑤

樹林地・農地等の確実な
担保（公有地化等）
身近な緑化の推進
維持管理の充実によるみ
どりの質の向上
ボランティアなど市民参加
の促進につながる事業
①～④以外（既存分など）

充当
ｏｒ

非充当

― ― ● なし ・ 取組の内容や実績について、様々な媒体・手法を用い
て効果的に市民へ広報を行い、理解を深めるとともに、
緑に関わる活動に参加するきっかけとなる機会を提供
（広報よこはまでの特集や、自治会町内会などを通じた
ＰＲや実績報告など）

継続 非充当 80 － 80 － 80

【注１】事業費は見込み値であり、毎年度の予算は議会の議決をもって決定します。

【注２】横浜みどり税の使途の分類の「（）」は、主な取組の種別以外にも関連する取組の種別がある場合に記載しています。

【注３】みどり税の充当・非充当の欄において、「充当」とは横浜みどり税の対象となる事業でその財源の一部又は全部に横浜みどり税が充当されるものであり、

　　　「非充当」とは横浜みどり税が充当されない事業をいいます。 うち
みどり税必

要分

うち
みどり税以

外

「これからの緑の取組」
事業費　合計 48,488

５か年
事業費 うち

国費・市債

30,660

うち
一般財源

17,828

②（③）【注２】

充当 463 － 463

4,80913,019

備考事業 取組 ５か年目標 取組内容
現行計画
との比較

横浜みどり税の
使途の分類 うち

国費・市債
うち

一般財源

1,8194,639

事業名 取組名 目標値
取組内容を補足説明

※変更内容

⑤

充当・
非充当
の整理

５か年
事業費

取組の柱３　合計 7,784 1,327 6,458

②（③④）【注２】

④ 子どもを育む空間
での緑の創出

(1) 保育園・幼稚園・小中
学校での緑の創出

● 緑の創出：100か所

一部変更
※

②

②（③）【注２】

38875

備考

事業名 取組名 目標値
取組内容を補足説明

※変更内容

事業 取組 ５か年目標 取組内容
現行計画
との比較

横浜みどり税の
使途の分類

みどり税の
充当・
非充当

５か年
事業費 うち

国費・市債
うち

一般財源

事業費 9億円

事業費 5億円

事業費 16億円

【注1】

【注1】

【注1】
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「これからの緑の取組［平成26-30年度］（案）」における取組・事業費一覧

（単位：億円）

うち
みどり税
必要分

うち
みどり税
以外

(1)緑地保全制度に
よる指定の拡大・市
による買取り

緑地保全制度による指定の拡大・
市による買取り

324.9 279.7 45.3 35.6 9.7

森づくりガイドライン等を活用した森
の育成

21.0 - 21.0 13.2 7.8

指定された樹林地における維持管 6.0 - 6.0 6.0 -
生物多様性に配慮した防災性・安
全性の向上

10.0 - 10.0 10.0 -

間伐材の有効活用 0.5 - 0.5 0.4 0.1
森づくりを担う人材の育成 0.4 - 0.4 0.4 -
森づくり活動団体への支援 0.3 - 0.3 0.3 -
森の楽しみづくり 1.0 - 1.0 1.0 -
森に関する情報発信 2.3 - 2.3 0.3 2.0

366.4 279.7 86.7 67.2 19.5
水田の保全 3.4 - 3.4 1.8 1.6
特定農業用施設保全契約の締結 0.1 - 0.1 - 0.1
農景観を良好に維持する取組の支
援

5.6 - 5.6 2.0 3.6

多様な主体による農地の利用促進 1.8 - 1.8 1.8 -
様々な市民ニーズに合わせた農園 25.1 13.7 11.5 11.0 0.5
市民が農を楽しみ支援する取組の
推進

0.6 - 0.6 - 0.6

(3)身近に感じる地
産地消の推進

地産地消にふれる機会の拡大 2.6 - 2.6 - 2.6

地産地消を広げる人材の育成 0.2 - 0.2 - 0.2
市民や企業等との連携 0.4 - 0.4 - 0.4

39.9 13.7 26.2 16.7 9.6

民有地における緑化の助成 1.5 - 1.5 1.2 0.3

建築物緑化保全契約の締結 - - - - -
名木古木の保全 1.1 - 1.1 1.0 0.1
人生記念樹の配布 0.5 - 0.5 0.2 0.3
公共施設・公有地での緑の創出・
管理

13.7 - 13.7 1.5 12.2

公有地化によるシンボル的な緑の
創出

16.5 13.3 3.2 3.2 -

いきいきとした街路樹づくり 14.5 - 14.5 14.5 -
(3)市民協働による
緑のまちづくり

地域緑のまちづくり 9.3 - 9.3 9.3 -

(4)子どもを育む空
間での緑の創出

保育園・幼稚園・小中学校での緑
の創出

4.6 - 4.6 0.8 3.9

(5)緑や花による魅
力・賑わいの創出

都心臨海部の緑花による賑わいづ
くり

16.2 - 16.2 14.7 1.5

77.8 13.3 64.6 46.4 18.2
効果的
な広報
の展開

(1)効果的な広報の
展開

効果的な広報の展開 0.8 - 0.8 - 0.8

【注】事業費は見込み値であり、毎年度の予算は議会の議決をもって決定します。

178.3

●横浜みどり税の使途は、次の４種類に整理。
　　①樹林地・農地の確実な担保（公有地化）、②身近な緑化の推進、③維持管理の充実によるみどりの質の向上、④ボラン
ティアなど市民参画の促進につながる事業。
　　　※なお、施設の整備費や特定の個人・事業の支援的な性格を有する事業については使途から除外。

306.6

市民が
実感で
きる緑
をつくる

(1)民有地での緑の
創出

(2)公共施設・公有
地での緑の創出

小計

総計 484.9

市民と
ともに
次世代
につな
ぐ森を
育む

(2)生物多様性・安
全性に配慮した森
づくり

(3)森を育む人材の
育成
(4)市民が森に関わ
るきっかけづくり

小計

市民が
身近に
農を感
じる場
をつくる

(1)良好な農景観の
保全

(2)農とふれあう場づ
くり

(4)市民や企業と連
携した地産地消の

130.2

うち
一般財源

48.1

小計

施策
の柱

事業 取組 事業費 うち
国費・市債

9



 ※ ３項（基金積立金）を除く

これからの緑の取組 （H26～H30）

国費等
・市債

みどり税
一般会計
繰入金

１項（みどり税充当事業） 292 162 130 0

２項（みどり税非充当事業） 193 145 0 48

４項（公債費） 67 0 0 67

↓
一般会計

繰入金 合計

115

国費等
・市債

みどり税
一般会計
繰入金

(106)

96

２項（みどり税非充当事業） 193 122 0 71

４項（公債費） 13 0 0 13

↓
一般会計

繰入金 合計

みどり保全創造事業費会計における財源の状況

単位：億円

項　目　名 事業費

【参考】現行みどりアップ計画
（H21～H24：決算、H25：見込）

単位：億円

84

項　目　名 事業費

１項（みどり税充当事業） 329 233 0
計
画
対
象
事
業

522

485

計
画
対
象
事
業

( )内は年度ずれ分
10億円を含む
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－課税自主権活用上の諸課題の整理及び 

平成 26 年度以降の横浜みどり税の取扱いについて－ 
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はじめに 

横浜市税制調査会は、横浜市附属機関設置条例に基づき、平成 24 年 4 月 1 日に横浜市の附

属機関として設置された。その担任事務は、「横浜市の政策目標の実現に向けた課税自主権の

活用上の諸課題等についての調査審議に関する事務」である。 

ただし同事務は、本税制調査会の前身である「横浜市税制研究会」でも同様に担当し、これ

までは副市長に対して意見を述べてきた。本答申からは、条例に基づく附属機関として、市長

からの諮問事項にしっかりと応えることとなり、その責任の重大性を改めて実感している。 

しかも、この責務の重さは、単に横浜市長、横浜市に対してのみならず、全国の市町村に対

しても感じるべきであろう。市町村のそれぞれは、独自の政策に課税自主権を活用したいと願

っているが、本調査会のように税制の理論と現実を専門的な視点から審議する調査会は他に類

をみない。そうである以上、本調査会の答申が市町村における基本的な意見とみなされるケー

スも多いと思われるからである。かくして市町村全体の状況にも十分な目配りをしつつ、他自

治体の迷惑にならないよう、正論かつ正鵠を射る答申をまとめねばならないと考えている。本

調査会の意見が、わが国市町村の課税自主権拡充の一助になれるよう、しっかりと職責を果た

していく所存である。 

 

横浜市長より頂戴した本年度の諮問事項は、まず１つは「横浜市の政策目標の実現に向けた

課税自主権の活用上の諸課題等について意見を求める」であった。具体的には、国が進める地

方税制度改革に対する横浜市の考え方や、また、大都市ならではの諸課題に対する税制度のあ

り方などについて意見を求められた。これを受け、平成 24 年度においては、計４回の会議を

開催した。その内容としては、課税自主権の活用上の考え方についての再整理と、住民自治の

確立に向けた地方税制度改革に対する横浜市の考え方を検討してきた。いわば、課税自主権の

活用に関わる総論的な事項について検討を行った。 

 

いま 1 つの諮問は、25 年 9 月に頂戴した「26 年度以降の緑の取組における横浜みどり税の

取扱いについて意見を求める」であった。本税制調査会は、横浜みどり税を継続すべきか否か

を審査するにあたって、本答申の「おわりに」で述べる危機感を抱くが故に、通り一遍の査定

で安易に継続を決めることなく、すべてをゼロベースで検討し直すことにした。すなわち、現

行の横浜みどり税が導入された平成 20 年度における横浜市税制研究会での検討項目をベース

としつつも、その項目のすべてを改めてチェックし、5 年前の結論が適正だったかどうか、さ

らに今後の 5年間についても妥当とするのかどうか、一つひとつ慎重に吟味したのである。 

この微細にわたる吟味は、課税の内容だけではなく、より重要である税収の使途、すなわち

事業の成果や効果についても行わねば意味がない。税収の使途である事業の成果や効果こそが、

横浜みどり税という超過課税を行う根拠となるからである。そこで本税制調査会は、事業実施

の担当部局である環境創造局から適宜、詳細な報告を受け、納税者である市民が抱くであろう

監視的な視点を常に意識しつつ、十分な時間をかけて検討・検証を行った。 

しかも事業の成果や効果を実際に見聞するために、横浜みどり税が充当されている特別緑地
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保全地区の樹林地や市民の森、水田、園庭を芝生化した保育所等に赴き、現地調査を行った。

実際に現地を訪れ、現場の声を聞くことを通して、市役所内で審議をしているだけでは実感の

できない、横浜みどり税の重要性や事業効果を目の当たりに確認することができ、大変に有意

義な調査であった。 

このように本税制調査会は、横浜みどり税の継続の可否を巡って、現地調査も含めて多くの

検討時間を費やし、すべてを改めて再点検するという非常に中身の濃い審議を行ったのである。 

 

以上、平成 24 年 7 月 12 日の第 1回税制調査会以降、「横浜市の政策目標の実現に向けた課

税自主権の活用上の諸課題等」及び「26 年度以降の横浜みどり税の取扱い」について審議を行

い、以下の結論を得たのでここに答申する。 

 

 

平成 25 年 11 月１日 

横浜市税制調査会 

座長 青木 宗明 

委員 上村 雄彦 

委員 川端 康之 

委員 柴 由花 

委員 星野 菜穗子 

委員 望月 正光 
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第１章 課税自主権の理論と大都市税制 

本章については、横浜市長からの諮問事項である、横浜市の政策目標の実現に向けた課税自

主権の活用上の諸課題等について、総論的な観点からの検討を行った結果をまとめたものであ

る。 

その内容としては、課税自主権の活用上の考え方、住民自治の確立に向けた地方税制度改革

に対する横浜市の考え方、大都市の特例税制に関する検討の３点となる。 

まず、課税自主権の活用上の考え方について全般的な整理を行った。これは、横浜市におい

て、これまでの間に個別の政策課題ごとに検討され、その都度まとめられていた税制の活用の

問題点や考え方等について、具体的な議論も踏まえた上で、改めて課税自主権の活用上の考え

方として再整理・再確認を行うこととしたものである。これまでの検討結果を改めてなぞり、

現時点の状況に沿わないような意見は修正した上で体系的にまとめてみた。今後も様々な所管

部局から、税制の活用のアイデアが出されることが想定されるが、税制を活用する際の留意事

項については、今回まとめたこの考え方に沿って一次的なチェックを行う際に活用されること

が期待される。 

次に、住民自治の確立に向けた地方税制度改革に対する横浜市の考え方について整理した。

これは、直接的には、国（総務省）の「地域の自主性・自立性を高める地方税制度研究会」が

検討を行った地方税制度の抜本的改革について、横浜市がこれまでも課税自主権を活用してき

た又は今後も活用していく立場から、いくつかの項目について、本税制調査会として具体的な

考え方を示すこととしたものである。地方税制度研究会の意見は、その後の税制改正等に反映

されたものもあれば、されていないものもあるが、その指摘内容は根幹的な部分に言及されて

いるものも多く、今回、本税制調査会において検討した結果については、今後の横浜市の税制

の活用に際して有意義な意見等もあり、検討した意義はあったものといえる。 

後に、大都市の特例税制に関する検討について検討を行った。これは、横浜市を始めとす

る指定都市が、事務配分の特例により道府県から事務・権限が移譲されているにも関わらず、

必要な財源について税制上の措置が不十分であるという課題認識に対する一つの対応案とし

て、課税自主権を活用して税源移譲を行う方法について検討したものである。やや具体的な事

項といえなくもないが、横浜市の具体的な税制案として検討しているわけではないこと等から、

総論的事項として検討したものである。その結果、本税制調査会としては、税源移譲により対

応することを基本とすることや、国は、地方税法の改正など、必要な部分に積極的に関与すべ

きであることが整理されたものである。 
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第１ 課税自主権活用上の考え方について 

１ 検討の経過等 

（１）この課題を取り上げる理由 

課税自主権の活用については、平成 12 年の地方税法改正、すなわち、法定外普通税の

新設・変更に係る国の許可制度が廃止され、同意を要する協議制へ移行されたこと及び住

民の受益と負担の明確化や課税の選択の幅を広げる観点から、法定外目的税を創設するこ

とができるとされたこと等に伴い、全国の地方自治体において議論が活発化した。 

横浜市では、具体的な課税自主権の活用として、これまで、勝馬投票券発売税、横浜み

どり税、新築された省エネルギー対策住宅に係る都市計画税の減額、企業立地促進税制な

どを検討又は実施しており、これらの税制の策定にあたっては、横浜市税財政制度懇話会

（平成 13～15 年度）、横浜市税制研究会（平成 19～23 年度）などにおいて、個別の政策

課題ごとに検討がされてきた。具体的には、 

・ 施策誘導手段としての税制（課税免除・不均一課税）活用のあり方について（平成

15 年 4月） 

・ 法定外税のあり方について（平成 15 年８月） 

・ 緑の保全・創造に向けた課税自主権活用に関する中間報告（平成 19 年 12 月） 

・ 緑の保全・創造に向けた課税自主権の具体的活用に関する意見（平成 20 年６月） 

・ 緑の保全・創造に向けた課税自主権の活用に関する 終報告（平成 20 年 8 月） 

・ 地球温暖化対策等に寄与する政策税制についての中間報告（平成 23 年 7 月） 

・ 「企業立地に係る税制の活用について」に係る意見書（平成 23 年 12 月） 

といった報告書等がまとめられており、これらに基づいてそれぞれの政策実現のために税制

が活用されてきたところである。 

こうした中、 近では、地方分権改革の実現のための国・地方間の税源配分の是正や地方

自治体の恒常的な財源不足などを背景に、その財源確保のために税制を活用する意見や、地

方自治体における企業誘致や経済活性化などの個別の政策課題の克服のために税制を活用

する事例などが話題にのぼることも多い。 

また、横浜市においても、企業立地促進税制、横浜みどり税、新築された省エネルギー対

策住宅に係る都市計画税の減額などについて課税自主権の活用を行っているところである

が、今後、これらの税制の検証作業を引き続き行っていくとともに、時限措置として構想し

ているものに係る期限到来後の取扱いについても検討を進める必要が生じる。 

そこで、税制の活用の問題点や考え方等について、これまでの具体的な議論も踏まえた上

で、改めて課税自主権の活用上の考え方として再整理・再確認を行うこととした。 

（２）検討方法 

今回の検討方法としては、これまでの検討が、企業立地促進誘導手段としての税制や、

緑の保全・創造に向けた税制など、個別の政策課題ごとに整理されたものあったことを踏

まえ、より一般的な視点から整理することとし、具体的には、課税自主権の活用の目的・
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手法別といった切り口で考えていくこととする。 

課税自主権の活用の目的としては、まず、新たな税負担を創設し、これにより確保した

財源を用いて地方自治体の特定政策の実現を目指すといった、財源の確保があるとともに、

一定の条件を満たすものに対して税負担を軽減したり、逆に一定の条件を下回るものに新

たな税負担を課すこと等による特定施策への誘導が考えられる。 

こうしたことを踏まえ、課税自主権の活用を目的別に、「財源確保策として課税自主権

を活用する場合」と「特定施策誘導策として課税自主権を活用する場合」とに大別し、そ

の具体的手法を掲げるとともに、それぞれの留意事項を整理する。 

 

２ 財源確保策として課税自主権を活用する場合 

（１）財源確保策としての税制 

「財源確保策として課税自主権を活用する」とは、特定施策を実施するために財源を確

保するということであり、すなわち、実施したい政策があるもののその財源が不足してい

る場合に、当該施策の財源確保を目的とした税制を仕組むということである。 

なお、一般的な公的サービスのための財源確保、つまり、地方自治体の財源そのものが

不足しているために標準的な行政サービスが実施できないこととなっている場合に、その

ための財源を税制により確保するということも考えられる。しかし、こうした財源不足に

対しては、まず、地方交付税等の財政調整制度や国からの税源移譲によって対応すべき問

題であり、課税自主権を活用して対応すべき事項ではない。 

（２）課税自主権活用の具体的手法 

財源確保策として課税自主権を活用する場合の手法としては、税収を増加させて財源を

確保することが主目的であるため、 

・ 既存課税税目の超過課税1 

・ 法定外税2の創設 

といった、「税の重課」がその手法となることが基本である。 

両者は、納税義務者に対して税の重課を求めるものであるが、税理論の根拠としては異

なるものである。すなわち、ある施策に対して上乗せ的な施策のための財源確保であれば

超過課税の手法を用いたり、既存の施策に当てはまらない新たな政策課題が生じた際の財

源確保であれば法定外税を用いたりするなど、課税自主権を活用する理由・目的や、受益

                             

1 いわゆる超過課税とは、標準税率を超えた税率により課税することである。標準税率とは「地方団体が課

税する場合に通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを

要しない税率をいい、総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の算定の基礎として用いる税

率」（地方税法第１条第１項第５号）である。なお、市税のうち標準税率が規定され超過課税の対象となる税

目は市民税・固定資産税の普通税である。 

2 法定外税とは、法で定められている税目以外に、地方自治体が新たに独自に条例によって導入する税であ

る。法定外税を新設・変更するためには、総務大臣との事前協議を経て、その同意を得なければならない。な

お、その同意を得るにあたっては、総務大臣が不同意とすることができる要件として、① 国税又は他の地方

税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること、② 地方団体間における物の流通に重

大な障害を与えること、③ ①・②のほか国の経済施策に照らして適当でないことが定められている（地方税

法第 671 条、第 733 条）。 
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と負担の関係性など課税根拠と公平性等を総合的に考慮しながら、手法を選択しなければ

ならない。 

また、超過課税と法定外税は、どちらも税の重課によって財源を確保することから、ど

ちらの手段を用いるのかということが問題となるが、これは、財源確保の目的としての政

策の内容によって大きく異なるものであり、一般論として定義づけることは難しい面があ

ると言わざるをえない。 

（３）具体的活用にあたっての留意事項 

超過課税と法定外税は、どちらも税の重課によって財源を確保するものであるが、前述

のとおり、両者の仕組みや性質は異なっているものであるため、それぞれの税制の構築に

あたって求められる留意事項も異なってくるものである。 

しかし、税の重課を行うという意味では、税制の構築にあたって、合理的・公平な課税

根拠が必要であることは言うまでもないことであるし、税収の使途についても法定の有無

に関わらず受益と負担の関係は明確にされなければならない。 

したがって、以下に示す 10 項目の留意事項については、超過課税と法定外税の明確な

区別はつけずに（もちろん法定外目的税のみに該当する留意事項であるというような場合

にはその旨を明記した上で）述べることとした。 

ア 施策の重要性 

税は、政策目的実現のための財源確保手段の一つであるから、課税自主権の活用を考

える前に、ある政策課題に対してどのような施策が行われるかということが重要である。

この施策の重要性や施策の目的・内容が明確でなければ、税の議論に入れない。 

税制を政策的に活用することが許される場合であっても、税ありきの議論が行われて

はならない。具体的な税制案を検討する前に、まず、課税自主権を活用すべきなのか否

か等を判断しなければならない。政策目的を実現するためには、課税自主権の活用以外

にも様々な手法が存在する中で、あえて課税自主権の活用を選択するそれ相応の理由が

必要である。 

法定外税については、いわゆる政策税制として法定外税をとらえた場合、対象となる

施策の目的、理由、必要性などが、説明すべき事項として非常に重要である。 

また、政策的な法定外税を活用する場合には、実施する施策の必要性が も重要であ

るため、その内容について、税以外の手段の有無や既存施策との区別などを含めて十分

な検討を行うべきである。 

政策課題に対して、過去の様々な施策が実施されてきたにも関わらず、いまだ課題が

残っており、その解決のために課税自主権を活用する場合には、それら講じられてきた

施策について十分検証することが必要である。その上にたって、本当に効果がある施策

を重点的に行っていくことを前提にしたうえ、税はその施策を側面からサポートする位

置づけである。 

市民に対して新たな税負担を求める場合には、標準的な税負担によってまかなう標準

的な施策や事業以上に、なぜ新たな施策を行っていく必要があるのか、それによってど

のような効果がえられるのかといった点を整理しておく必要がある。 
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【参考】 

あらためて言うまでもなく、税は政策目的実現のための手段であり、税を構想する上で、どの

ような施策を行うかが重要である。  

特に、市民に対して新たな税負担を求める場合には、標準的な税負担によってまかなう施策や

事業以上に、なぜ新たな施策を行っていく必要があるのか、それによってどのような効果がえら

れるのかといった点について詳細な説明を行う必要がある。 

今回は、緑の保全・創造に向けた課税自主権の活用について検討を行うものであるが、これま

でも緑の保全・創造に向け様々な施策が実施されてきたにもかかわらず、緑は減り続けてきた。

これまで行ってきた施策について十分検証し、そのうえに立って、本当に効果がある施策を重点

的に行っていくことが重要であり、税はそれを側面からサポートする位置づけにある。 

緑の機能や役割、守っていく必要性は、一般的にはよく理解できるものであるが、市民の納得

をえるためには、達成目標の設定や、その効果の検証をしっかり行う必要があり、単にイメージ

や情緒的な側面から「緑」を論じるだけでは、具体的な負担について合意をえることはできない。

市民に新たな負担を求めてまで、なぜ、新たな施策を行っていく必要があるのかということにつ

いて、合理的あるいは科学的な視点からの説明を重ねていくことが不可欠である。 

＜緑の保全・創造に向けた課税自主権の活用に関する 終報告＞

全国標準的な公共サービスは、標準的な税負担によってまかなわれると考えられている。財源

確保のために新たな税負担を求めるには、市民ニーズに対応した横浜市固有のサービスなど、全

国標準的な公共サービスを超える事業を行うことが前提となる。 

＜緑の保全・創造に向けた課税自主権の活用に関する 終報告＞

イ 財政状況の説明・行財政改革等の取組 

財源確保を目的とした法定外税を創設する場合や超過課税を仕組む場合など、新たな

市民負担を検討するにあたっては、横浜市の財政状況と行財政改革等の取組に対する理

解と納得が欠かせない。行政が徹底的に歳出見直しを行った上で、なお納税者に負担を

課す必要があることを明確に示す必要がある。 

既存事業の「選択と重点化」や実施手法の効率化など徹底的な見直しによる財源捻出

に加え、行財政改革、寄附の拡充等による新たな財源確保といった内部努力が必要であ

る。あわせて、市民の納得が得られるよう、わかりやすく示していくことが必要である。

さらに、新たな負担による財源と、既存財源によってまかなう事業との差異等について

も、十分納得のいく説明を行うことが必要である。 

【参考】 

課税自主権の活用の一つとして、特に新たな市民負担を検討するにあたっては、横浜市の財政

状況と行財政改革等の取組に対する理解と納得が欠かせない。 

財政状況が一般的に厳しいことは理解できるが、既存事業の「選択と重点化」や実施手法の効率

化など徹底的な見直しによる財源捻出に加え、行財政改革、寄附の拡充等による新たな財源確保

といった内部努力について、市民の納得がえられるようわかりやすく示していくことが必要であ

る。加えて、新たな負担による財源と、既存財源によってまかなう事業との差異等についても、

十分納得のいく説明を行うことが必要である。 

＜緑の保全・創造に向けた課税自主権の活用に関する 終報告＞

ウ 税制案検討の基本的事項（受益と負担の関係性、課税の根拠など） 

特定施策の実施のための財源確保を目的とする税制を検討するにあたっては、その対

象となる特定施策への関連性に応じて税負担を求めることが合理的である。 

すなわち、法定外税を活用する場合は、税収の使途を特定施策の実施に限定した法定

外目的税として、原因者負担または受益者負担的な税負担を求める方向で検討を行って

いくこととなる。 
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また、既存課税税目の超過課税を活用する場合には、その超過分の税収の使途を特定

施策の実施に限定する等、受益と負担の関係性を明確にした上で検討されなければなら

ない。 

【参考】 

特定施策の実施のための財源確保を目的とする場合は、対象となる特定施策への関連性に応じ

て税負担を求めるのが合理的である。このような法定外税は、税収の使途を特定施策の実施に限

定した法定外目的税として検討することが望ましい。 

法定外目的税は、受益と負担の関係の明確化を図るという観点から、地方分権一括法による地方

税法の改正において創設されたものであり、この点からみると原因者負担、受益者負担的な税負

担を求める方向で検討を行っていくことがふさわしいと考えられる。 

          ＜法定外税のあり方について＞

また、法定外税を構想する場合に も大切なことは、課税の根拠を明確にすることで

ある。 

すなわち、いかなる理由で、誰が、どのような行為について、どのくらい税を負担す

る必要があるのかを合理的に説明できなければならない。 

【参考】 

法定外税を構想する場合に も大切なことは、課税の根拠を明確にすることである。すなわち、

いかなる理由で、誰が、どのような行為について、どのくらい税を負担する必要があるのかを合

理的に説明できなければならない。 

課税の根拠さえ明確であれば、 適な課税客体・納税義務者・徴収方法・税率などもおのずと明

らかになるのである。                   ＜法定外税のあり方について＞

エ あらゆる活用方策（選択肢）の検討 

課税自主権の検討にあたっては、 初から特定の策（手法）に絞らずに、すべての手

法を検討し、市民にとって も適切な方策を選択することが必要である。 

課税自主権の具体的な活用方策（手法）としては、 

・ 特定施策の財源確保に向けた新税（既存課税税目への超過課税、法定外税） 

・ 税制自体のインセンティブを活用した新税（法定外税） 

・ 施策誘導を目的とした税負担の軽減 

が考えられるが、これらの全てを検討し、市民にとって も適切な方策を選択するこ

とが必要である。 

【参考】 

市民に対して新たな税負担を求める可能性がある以上、 初から特定の案に絞って議論してい

くことは適当でない。  

課税自主権の具体的な活用方策としては、①施策に必要となる財源確保に向けた新税（既存法

定税目への超過課税、法定外税）、②税制自体のインセンティブを活用した新税（法定外税）、

③施策誘導を目的とした税負担の軽減が考えられるが、これらの全てを検討し、市民にとって

も適切な方策を選択することが必要である。 

＜緑の保全・創造に向けた課税自主権の活用に関する 終報告＞

オ 施策等の市民説明 

行政は市民（納税者）に対し、その政策についてのアカウンタビリテイー（説明責任）

を果たすことが求められている。政策税制の場合、対象となる施策の目的、理由、必要

性などが、説明すべき事項として非常に重要であり、これらの点について十分な説明と、

理解を得ることが必要である。 

施策実現の手法として税制措置を講ずる場合、情報公開等により市民への説明責任を
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果たすよう努め、そのうえで、常に施策に対する点検、評価を行い、税制措置等の有効

性及び必要性について十分に検証し市民に周知する必要がある。 

税の負担の側面からみると、公平性が市民にとって も重要であり、誰が、どのよう

に、どのくらい負担するか、は合理的に示すことが必要である。 

【参考】 

あらためて言うまでもなく、税は政策目的実現のための手段であり、税を構想する上で、どの

ような施策を行うかが重要である。 （略） 

緑の機能や役割、守っていく必要性は、一般的にはよく理解できるものであるが、市民の納得

をえるためには、達成目標の設定や、その効果の検証をしっかり行う必要があり、単にイメージ

や情緒的な側面から「緑」を論じるだけでは、具体的な負担について合意をえることはできない。

市民に新たな負担を求めてまで、なぜ、新たな施策を行っていく必要があるのかということにつ

いて、合理的あるいは科学的な視点からの説明を重ねていくことが不可欠である。 

＜緑の保全・創造に向けた課税自主権の活用に関する 終報告＞

カ 時限的手法の必要性 

課税の実施時期について、課税の影響の範囲を考慮する必要があり、また社会経済状

況の変化や、納税者の負担、課税の目的となる施策の必要性などについて見直しをする

機会を保障するため、原則として一定の期限を定めて課税を行うことが望ましい。時限

的な手法をとることにより、定期的に検証を行い、見直しや継続の判断を行うことも可

能となる。 

【参考】 

新たな税負担を求める場合は、その負担によって実施する施策の効果等の検証が重要となる。

そのため、恒久的な措置とするのではなく、例えば５年間といった時限的手法をとるなど、定期

的に検証を行う仕組みをあらかじめ設けていくことが適当である。その期間内に評価をしっかり

行い、そのうえで、見直しを行うか、継続するかの判断を行うことが可能となる。 

＜緑の保全・創造に向けた課税自主権の活用に関する 終報告＞

課税を行う期間については、まずその実施時期について、課税の影響の範囲を考慮する必要が

あり、また、社会経済状況の変化や、納税者の負担、課税の目的となる施策の必要性などについ

て見直しをする機会を保障するため、原則として一定の期限を定めることが望ましい。 

＜法定外税のあり方について＞

税の軽減措置を講じる場合においては、経済社会情勢の変化によっては、その有効性・必要性

が弱まることがあるため、軽減措置は も効果があると考えられる期間に限った、一時的な時限

措置としたうえで、常に効果についての検証を行わなければならない。 

＜施策誘導手段としての税制（課税免除・不均一課税）活用のあり方について＞

キ 使途の明確化の必要性 

市民に対して使途を明らかにするためにも、新たな税収を既存の税収と分け、使途を

明確にする仕組みが重要である。 

【参考】 

新たな税負担を求める場合は、新たな税収を既存の税収と分け、使途を明確にする仕組みが重

要である。新たな税収の受け皿として、基金等を活用し、市民に対して使途を明らかにする方法

が必要である。       ＜緑の保全・創造に向けた課税自主権の活用に関する 終報告＞

ク 市民参画の必要性 

施策の実施にあたっての市民参画はもちろん、効果検証、さらには施策の提言等につ

いても、市民参画の仕組みを作ることが重要である。 

施策の実施に対するチェック機能は、第一義的には、住民の代表たる議会（市会）が
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行うべきであることが大前提である。 

また、目的税については、税収の使い途について議会がチェックするのはもとより、

市民もこれに積極的に参加し関心を持つことは有意義である。 

ただし、参画に積極的な市民の意見にウエイトを置きすぎないようにするなど、公平

な市民参画であるべきである。 

【参考】 

新たな税負担を求める場合は、市民の理解と納得がえられるかどうかが極めて重要であり、特

に、緑の保全・創造は、行政だけでできることではなく、市民の強い支持をえるとともに、市民

の参画・協働がない限り、そもそも成り立たないと考えられる。 

施策の実施にあたっての市民参画はもちろん、どのような使い方がされ、どのような効果があ

ったかという効果検証、さらには施策の提言等についても、市民参画の仕組みを作ることが重要

である。 

         ＜緑の保全・創造に向けた課税自主権の活用に関する 終報告＞

ケ 徴税コスト 

徴税コストについては、税収を得るためのコストと、それにより得られる税収とのバ

ランスを考えなければならない。一定の税収を得るためには徴税率（課税客体・納税義

務者・税率等）を高くしなくてはならないが、そのためにどのような徴収方法を用いれ

ば良いのか等について、税制の構想に際しては直面する問題となる。 

行政側のコストのみならず、例えば特別徴収義務者の事務負担のコストなど、納税者

側の負担も考慮する必要がある。 

コ その他（課税根拠の合理性、公平性、課税管轄権、法令遵守） 

法定外税を構想する場合に も大切なことは、課税の根拠を明確にすることである。 

すなわち、いかなる理由で、誰が、そのような行為について、どのくらいの税の負担

する必要があるのかを合理的に説明する必要がある。課税の根拠が明確ならば 適な課

税客体、納税義務者、徴収方法、税率などが明らかになる。（課税根拠の合理性） 

納税義務者や徴収方法の選定は、公平性や受益と負担の観点などから十分な検討を行

うことが必要である。特定の者のみを納税義務者とする、あるいは域内と域外とを差別

するような偏った課税には十分な注意、慎重な検討が必要である。また、納税義務者や

課税要件の把握及び徴収が確実に行え、賦課や徴収漏れが生じ不公平とならないよう配

慮することが必要である。（公平性） 

法定外税については、同意要件以外の基準は地方税法上明文の規定を置いておらず、

国や他の地方自治体の課する税目との間で重複課税を生ずる可能性があり、結果として

納税者へ負担を強いるケースも想定されるため、自治体間における調整も考慮すべきで

ある。（課税管轄権） 

法令遵守（コンプライアンス）が確保され、確実に課税・徴収が行われるような制度

とすることが極めて重要である。さらに、滞納等が発生した場合の適切な対応なども十

分な考慮が必要である。（法令遵守） 

（４）まとめ 

以上のことから、財源確保策として課税自主権を活用する場合の留意事項についてまと

めると次のとおりとなる。 
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財源確保策といっても、その目的により、「特定施策の実施のための財源確保」と「一

般的な公的サービスのための財源確保」とに分けられ、税制案における検討内容もまった

く異なってくるものであること。 

また、財源確保策としての税制活用の具体策としては「既存課税税目の超過課税」と「法

定外税の創設」という手法が考えられるが、両者は似て非なるものであり、課税自主権を

活用する理由・目的や、受益と負担の関係性など課税根拠と公平性等を総合的に考慮しな

がら、手法を選択しなければならないこと。 

財源確保策として課税自主権を活用する場合の留意事項についてまとめると次のとお

りとなる。 

・ 施策の重要性 

・ 財政状況の説明・行財政改革等の取組 

・ 税制案検討の基本的事項（受益と負担の関係性、課税の根拠など） 

・ あらゆる活用方策（選択肢）の検討 

・ 施策等の市民説明 

・ 時限的手法の必要性 

・ 使途の明確化の必要性 

・ 市民参画の必要性 

・ 徴税コスト 

・ その他（課税根拠の合理性、公平性、課税管轄権、法令遵守） 

なお、一般的な公的サービスのための財源確保については、地方交付税等の財政調整制

度にて対応すべき問題であり、課税自主権の活用によって対応すべきではないこと。 

 

３ 特定施策誘導策として課税自主権を活用する場合 

（１）特定施策誘導策としての税制 

「特定施策を誘導するために課税自主権を活用する」とは、例えば、環境に対する特定

施策を考える場合、環境負荷の低い活動に対して税負担を軽減することによって納税者の

行動にインセンティブを与えるような税制が考えられる。 

また、一方で、環境負荷の高い活動に対して新たな税負担を求めることによって納税者

の行動を環境負荷の低い活動へと誘導していくような、現実の課題からディスインセンテ

ィブとして働くような税制も考えられる。 

（２）課税自主権活用の具体的手法 

「特定の行為の規制」を政策目的とする場合には、税負担という経済的インセンティブ

によって、政策的に望ましくない行為を規制するような課税自主権の活用が考えられる。 

特定施策を誘導するために課税自主権を活用する場合の手法としては、まず、納税者に

新たな負担を課して特定施策を誘導するためのものとして、 

・ 既存課税税目の超過課税  

・ 法定外税の創設 

といった、「税の重課」がその手法となる。 
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また、逆に、納税者の負担を軽減して特定施策を誘導するためのものとして、 

・ 課税免除 3 

・ 不均一課税 4 

といった「税の軽減」がその手法となる。 

（３）課税自主権の具体的活用にあたっての留意事項（税の重課） 

いわゆる政策税制として法定外税をとらえた場合、対象となる施策の目的、理由、必要

性などが、説明すべき事項として非常に重要である。 

政策的な法定外税を活用する場合には、実施する施策の必要性が も重要であるため、

その内容について、税以外の手段の有無や既存施策との区別などを含めて十分な検討を行

うべきである。 

特定施策を誘導するための課税自主権の活用として、税の重課を用いる場合には、既存

課税税目の超過課税や法定外税を創設することによることから、基本的に前２（３）に掲

げた留意事項と同様のものとなる。 

また、後述する税の軽減を用いる場合の留意事項をも踏まえておく必要がある。 

 ※ 再掲 前２（３）に掲げた留意事項 

ア 施策の重要性 

税は、政策目的実現のための財源確保手段の一つであるから、課税自主権の活用を考える前に、

ある政策課題に対してどのような施策が行われるかということが重要である。この施策の重要性

や施策の目的・内容が明確でなければ、税の議論に入れない。 

税制を政策的に活用することが許される場合であっても、税ありきの議論が行われてはならな

い。具体的な税制案を検討する前に、まず、課税自主権を活用すべきなのか否か等を判断しなけ

ればならない。政策目的を実現するためには、課税自主権の活用以外にも様々な手法が存在する

中で、あえて課税自主権の活用を選択するそれ相応の理由が必要である。 

法定外税については、いわゆる政策税制として法定外税をとらえた場合、対象となる施策の目

的、理由、必要性などが、説明すべき事項として非常に重要である。また、政策的な法定外税を

活用する場合には、実施する施策の必要性が も重要であるため、その内容について、税以外の

手段の有無や既存施策との区別などを含めて十分な検討を行うべきである。 

政策課題に対して、過去の様々な施策が実施されてきたにも関わらず、いまだ課題が残ってお

り、その解決のために課税自主権を活用する場合には、それら講じられてきた施策について十分

検証することが必要である。その上にたって、本当に効果がある施策を重点的に行っていくこと

を前提にしたうえ、税はその施策を側面からサポートする位置づけである。市民に対して新たな

税負担を求める場合には、標準的な税負担によってまかなう標準的な施策や事業以上に、なぜ新

                             

3 課税免除とは、地方税法第６条第１項では、「地方自治体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とす

る場合においては、課税をしないことができる」と規定している。課税免除は、個々の地方自治体が公益上そ

の他の事由があるときに、独自の判断により、その地域社会における社会経済生活の特殊事情を考慮して、課

税除外をすることを認めているものと解されている。 

4 不均一課税とは、地方税法第６条第２項では、「地方自治体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合

においては、不均一の課税をすることができる」と規定している。不均一課税は、課税免除と同様の趣旨によ

り、個々の地方自治体の判断により、特定の場合において、ある一定の範囲を限って条例により一般の税率と

異なる税率で課税することを認めているものである。また、課税免除との関係については、不均一課税は、公

益上その他の事由を考慮して、課税免除するほどの事由ではないが特例措置を講ずる必要があると判断した場

合に行うことと解されている。 
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たな施策を行っていく必要があるのか、それによってどのような効果がえられるのかといった点

を整理しておく必要がある。 

 

イ 財政状況の説明・行財政改革等の取組 

財源確保を目的とした法定外税を創設する場合や超過課税を仕組む場合など、新たな市民負担

を検討するにあたっては、横浜市の財政状況と行財政改革等の取組に対する理解と納得が欠かせ

ない。行政が徹底的に歳出見直しを行った上で、なお納税者に負担を課す必要があることを明確

に示す必要がある。 

既存事業の「選択と重点化」や実施手法の効率化など徹底的な見直しによる財源捻出に加え、

行財政改革、寄附の拡充等による新たな財源確保といった内部努力が必要である。あわせて、市

民の納得が得られるよう、わかりやすく示していくことが必要である。さらに、新たな負担によ

る財源と、既存財源によってまかなう事業との差異等についても、十分納得のいく説明を行うこ

とが必要である。 

 

ウ 税制案検討の基本的事項（受益と負担の関係性、課税の根拠など） 

特定施策の実施のための財源確保を目的とする税制を検討するにあたっては、その対象となる

特定施策への関連性に応じて税負担を求めることが合理的である。すなわち、法定外税を活用す

る場合は、税収の使途を特定施策の実施に限定した法定外目的税として、原因者負担または受益

者負担的な税負担を求める方向で検討を行っていくこととなる。また、既存課税税目の超過課税

を活用する場合には、その超過分の税収の使途を特定施策の実施に限定する等、受益と負担の関

係性を明確にした上で検討されなければならない。 

法定外税を構想する場合に も大切なことは、課税の根拠を明確にすることである。すなわち、

いかなる理由で、誰が、どのような行為について、どのくらい税を負担する必要があるのかを合

理的に説明できなければならない。 

 

エ あらゆる活用方策（選択肢）の検討 

課税自主権の検討にあたっては、 初から特定の策（手法）に絞らずに、すべての手法を検討

し、市民にとって も適切な方策を選択することが必要である。課税自主権の具体的な活用方策

（手法）としては、 

・ 特定施策の財源確保に向けた新税（既存課税税目への超過課税、法定外税） 

・ 税制自体のインセンティブを活用した新税（法定外税） 

・ 施策誘導を目的とした税負担の軽減 

が考えられるが、これらの全てを検討し、市民にとって も適切な方策を選択することが必要

である。 

 

オ 施策等の市民説明 

行政は市民（納税者）に対しその政策についてのアカウンタビリテイー（説明責任）を果たす

ことが求められている。政策税制の場合、対象となる施策の目的、理由、必要性などが、説明す

べき事項として非常に重要であり、これらの点について十分な説明と、理解を得ることが必要で

ある。 

施策実現の手法として税制措置を講ずる場合、情報公開等により市民への説明責任を果たすよ

う努め、そのうえで、常に施策に対する点検、評価を行い、税制措置等の有効性及び必要性につ

いて十分に検証し市民に周知する必要がある。 

税の負担の側面からみると、公平性が市民にとって も重要であり、誰が、どのように、どの

くらい負担するか、は合理的に示すことが必要である。 

 

カ 時限的手法の必要性 

課税の実施時期について、課税の影響の範囲を考慮する必要があり、また社会経済状況の変化
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や、納税者の負担、課税の目的となる施策の必要性などについて見直しをする機会を保障するた

め、原則として一定の期限を定めて課税を行うことが望ましい。時限的な手法をとることにより、

定期的に検証を行い、見直しや継続の判断を行うことも可能となる。 

 

キ 使途の明確化の必要性 

市民に対して使途を明らかにするためにも、新たな税収を既存の税収と分け、使途を明確にす

る仕組みが重要である。 

 

ク 市民参画の必要性 

施策の実施にあたっての市民参画はもちろん、効果検証、さらには施策の提言等についても、

市民参画の仕組みを作ることが重要である。 

施策の実施に対するチェック機能は、第一義的には、住民の代表たる議会（市会）が行うべき

であることが大前提である。また、目的税については、税収の使い途について議会がチェックす

るのはもとより、市民もこれに積極的に参加し関心を持つことは有意義である。ただし、参画に

積極的な市民の意見にウエイトを置きすぎないようにするなど、公平な市民参画であるべきであ

る。 

 

ケ 徴税コスト 

徴税コストについては、税収を得るためのコストと、それにより得られる税収とのバランスを

考えなければならない。一定の税収を得るためには徴税率（課税客体・納税義務者・税率等）を

高くしなくてはならないが、そのためにどのような徴収方法を用いれば良いのか等について、税

制の構想に際しては直面する問題となる。 

行政側のコストのみならず、例えば特別徴収義務者の事務負担のコストなど、納税者側の負担

も考慮する必要がある。 

 

コ その他（課税根拠の合理性、公平性、課税管轄権、法令遵守） 

法定外税を構想する場合に も大切なことは、課税の根拠を明確にすることである。 

すなわち、いかなる理由で、誰が、そのような行為について、どのくらいの税の負担する必要

があるのかを合理的に説明する必要がある。課税の根拠が明確ならば 適な課税客体、納税義務

者、徴収方法、税率などが明らかになる。（課税根拠の合理性） 

納税義務者や徴収方法の選定は、公平性や受益と負担の観点などから十分な検討を行うことが

必要である。特定の者のみを納税義務者とする、あるいは域内と域外とを差別するような偏った

課税には十分な注意、慎重な検討が必要である。また、納税義務者や課税要件の把握及び徴収が

確実に行え、賦課や徴収漏れが生じ不公平とならないよう配慮することが必要である。（公平性）

法定外税については、同意要件以外の基準は地方税法上明文の規定を置いておらず、国や他の

地方自治体の課する税目との間で重複課税を生ずる可能性があり、結果として納税者へ負担を強

いるケースも想定されるため、自治体間における調整も考慮すべきである。（課税管轄権） 

法令遵守（コンプライアンス）が確保され、確実に課税・徴収が行われるような制度とするこ

とが極めて重要である。さらに、滞納等が発生した場合の適切な対応なども十分な考慮が必要で

ある。（法令遵守） 

 

（４）課税自主権の具体的活用にあたっての留意事項（税の軽減） 

施策誘導的な税制度の検討の前提として、具体的な政策目標がはっきりしていること。

また、税や補助金といった経済手法だけで実現することは難しいものである。 

税は、政策目的実現のための手段の一つであるから、課税自主権の活用を考える前に、

ある政策課題に対してどのような施策が行われるかということが重要である。したがって、
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前２（３）に掲げた、「施策の重要性」は特に重要である。 

特定施策を誘導するための課税自主権の活用として、税の軽減を用いる場合にも、基本

的に前２（３）に掲げた、施策の重要性、税制案検討の基本的事項（受益と負担の関係性、

課税の根拠など）、あらゆる活用方策（選択肢）の検討、施策等の市民説明、時限的手法

の必要性は押さえておくべき事項である。 

その上で、さらに押さえておくべき留意事項として次のものがあげられる。 

ア 手段の適切性の視点 

特定施策を誘導するための手段としては、課税自主権を活用するほか、補助金等の経

済手法や、行為制限等の規制手法、広報やＰＲ等による情報手法など、様々な手法があ

り、税制はその一つにすぎない。 

税制は、主たる目的が行政サービスを提供するための資金調達であることや、明確に

歳出予算に計上されないこと等から、安易に軽減措置を講ずることは問題がある。 

こうしたことから、税制手法を活用するにあたっては、補助金を含めその他の有効的

な手法について幅広く検討を行い、その検討の結果、税制措置を講ずることが効果的で

あると判断できる場合のみ活用していくべきである。また、税制のみによって特定施策

を実現するのではなく、補助金を含めその他の手法と組み合わせて活用すべきである。 

＜手段の適切性の視点＞ 

施策を実現するためには、税制の他に補助金等の経済手法や、規制手法、情報手法などさまざ

まな手法があり、税制はその一つに過ぎない。 

税制は、 

① 主たる目的が行政サービスを提供するための資金調達である。 

② はっきりと歳出予算に計上されることがないことから、歳出予算の審議を通じて明確に議論

されることがなく、住民の監視の目が届きにくい。 

③ 行政が一方的に徴収するものであり、強制的・権力的な制度である。 

ことなど、税制の性質そのものから、安易に軽減措置を講ずることは不適当であると言える。 

したがって、税制手法を活用するにあたっては，補助金を含めその他の有効的な手法について

幅広く検討を行ったうえで、税制措置を講ずることが効果的である場合に活用していくべきであ

る。その上で、税制を導入する場合においても、他の手法と組み合わせて活用するべきである。

＜施策誘導手段としての税制（課税免除・不均一課税）活用のあり方について＞

イ 効果の視点 

当該軽減措置を講じることによって、特定施策の目的が達成されるかどうかを見込む

とともに、その効果を検証する必要がある。 

事前の検証はもちろん、事後においても、経済社会情勢の変化によって、その有効性・

必要性が弱まることがあるため、効果の検証を怠ってはならない。 

＜効果の視点＞ 

税の軽減措置を行うことにより、施策目的が達成されるかを検証する必要がある。 

その上で、施策実現にあたり、どれだけ効果があったのかについても検証しなければならない。

効果の検証とは、事前の検証はもちろん、事後においても、経済社会情勢の変化によって、そ

の有効性・必要性が弱まることがあるため、検証を怠ってはならないものである。 

そして、検証の際には次の視点に留意しなければならない。 

・施策目的・企業実態に適した軽減要件 

税の軽減要件（対象・税目・税率等）については、包括的に定めるのではなく、施策の目的

に応じて、企業実態等を踏まえ、対象業種を出来る限り絞った上で、効果的にさまざまな軽減

要件を組み合わせることに留意すべきである。 
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・費用対効果 

税の軽減による費用（減収額）と効果は、バランスが取れていなければならず、また、より

少ない費用でより高い効果を得られる税目や軽減要件を採用しなければならない。なお、費用

対効果とは、かけた費用（コスト）に対して効果（パフォーマンス）がどの程度上がるのかを

評価するものであるが、効果には、数値でとらえることのできる「定量効果」と、数値化する

ことの難しい「定性効果」がある。 

効果については、施策の目的や内容によっては、数値化することが難しく、予測しにくいも

のもあるが、できるかぎり定量化するように努めることが必要である。 

・国税・県税との一体性 

企業は市税とともに国税・県税も負担しているが、市税の軽減が結果として国税である法人

税の増税に繋がるなどの問題もあることから、企業誘致を効果的に進めるためには、これら三

税（もしくは市税と県税）をあわせた時にどういった優遇措置になるのかを検討することが必

要であり、また、例えば県税である法人事業税と軽減措置を合わせるなど、国や県との整合性

を備えることも考慮すべきである。 

なお、市税と法人税の問題については、市税の減収により国税・県税が増収となる現行の制

度下では、避けられないものであるため、市税におけるインセンティブをより効果的に働かせ

るため、今後、軽減された市税について法人税法上損金算入が認められることなど、国に要望

していく必要がある。 

＜施策誘導手段としての税制（課税免除・不均一課税）活用のあり方について＞

ウ 財政上の視点 

税の軽減については、地方自治体の財政上支障のない範囲内において講じられるべき

ものである。 

施策誘導的に税制度を活用することは、基本的には税の副次的な役割であるため、軽

減措置による減収によって、本来の資金調達の意義が失われ、公共サービスの提供に支

障をきたすものであってはならない。 

＜財政上の視点＞ 

税は基本的には、行政サービスの提供に必要な資金を調達することを目的としており、行政が

任務を果たすための膨大な額の資金調達の重要な手段であるため、その軽減については、地方自

治体の財政上支障のない範囲内において講じられるべきものである。 

施策誘導的に税制度を活用することは、基本的には税の副次的な役割であるため、軽減措置に

よる減収によって、本来の資金調達の意義が失われ、公共サービスの提供に支障をきたすもので

あってはならない。 

＜施策誘導手段としての税制（課税免除・不均一課税）活用のあり方について＞

エ 負担の公平性の視点 

税負担の公平性は、租税原則の中で も重要な要素であるが、特定施策誘導のために

税を免除・軽減することで、負担の公平性や経済活動に対する中立性を一定程度損なう

ことは、施策税制の性格上やむを得ないものである。 

「公平感」は納税者の主観によることが多く、公平性・中立性の絶対的判断基準はな

いことから、誰もが納得するような公平性・中立性について検証することは困難である。 

こうしたことから、税の導入視点としては、軽減措置により失われる公平性・中立性

と施策の目的（公益）を比較して、公益が勝るものであるかについて行政や議会が責任

を持って検証し、税負担の格差が生じることについて、市民の理解が得られなければな

らない。 

＜負担の公平性の視点＞ 

税負担の公平性は，租税原則の中で も重要な要素であり，税負担は，各々の担税力あるいは
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受益に応じて公平に求め，租税法律関係においても国民は平等に取り扱われるべきである。この

原則は，直接的には，憲法第１４条第１項にある「すべて国民は，法の下に平等であって…」と

いう公平原則に基づき要請されるものであるが，納税者にとっても実質的に重視しているもので

ある。 

しかしながら、企業誘致施策の実現手法として税を免除・軽減することで、負担の公平性や経

済活動に対する中立性を一定程度損なうことは、施策税制の性格上やむを得ない。また、公平感

は納税者の主観によることが多く公平性・中立性の絶対的判断がないことから、誰もが納得する

ような公平性・中立性について検証することは困難である。 

したがって、税の導入視点としては、軽減措置により失われる公平性・中立性と施策の目的（公

益）を比較して、公益が勝るものであるかについて行政や議会が責任を持って検証し、税負担の

格差が生じることについて、市民の理解が得られなければならない。 

なお、公平性（や中立性）の種別は次のとおりである。種別の並びについては、①～③は、企

業誘致施策全体としての公平性の視点、④～⑤は地域を限定したことによる公平性の視点、⑥は

その他 として記載した。 

① 納税者間の公平性（軽減措置を受けない家計等との公平性） 

特定の企業に対して税の軽減措置を講ずる場合には、長期的には、企業が集積すること

により税収の増加が期待できるが、一時的には税収の減少が見込まれる。税の軽減を検討

するにあたっては、税収の減収分に見合うだけの経済的効果が得られない場合には、結果

として家計や軽減措置を受けない企業のみが税を負担することになることを常に念頭に置

かなければならない。 

したがって、軽減措置の検討にあたっては、効果的な軽減要件を備えていることはもち

ろん、措置を受ける企業とその他の納税者との間に、納税者の理解が得られないような税

負担の格差が生じないよう留意すべきである。 

② 業種間の公平性 

業種間の公平性については、横浜市の産業施策に従い、その地域をどのようにしたいか

を明確にしたうえで、対象業種を選定することが肝要である。 

③ 事業規模の公平性 

軽減対象企業を、投資額や資本金などの事業規模により制約することがあるが、こうい

った場合には、事業規模で制約する合理的な理由が必要である。 

④ 地域間の公平性 

特定地域に企業を誘致する場合の軽減措置については、特定の地域だけに軽減措置を講

ずる理由づけを明確にしたうえで、同様に企業誘致を行っている市域内の他の地域と、納

税者の理解が得られないような税負担の格差が生じないよう留意すべきである。 

⑤ 既存企業との公平性 

対象地域に既に進出している企業とこれから進出する企業との公平性については、企業

誘致施策に対する税制措置が、基本的に企業の初期投資費用の軽減に着目したものであり、

経常的な維持費用の軽減に着目したものではないため、考慮しないこととする。 

⑥ 他の税制度との均衡 

税の軽減措置については、他の課税免除・不均一課税や非課税等特別措置などを考慮し

たうえで、税率や軽減期間を設定すべきである。 

＜施策誘導手段としての税制（課税免除・不均一課税）活用のあり方について＞

（５）まとめ 

以上のことから、特定施策を誘導するために課税自主権を活用する場合の留意事項につ

いてまとめると次のとおりとなる。 

特定施策を誘導するために課税自主権を活用する具体的手法としては、納税者に新たな

負担を課して特定施策を誘導するためのものとして、既存課税税目の超過課税及び法定外

税の創設といった「税の重課」に加え、納税者の負担を軽減して特定施策を誘導するため

のものとして、課税免除及び不均一課税といった、「税の軽減」がある。 
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税の重課を行う場合には、次の事項に留意すべきこと。 

    ・ 施策の重要性 

   ・ 財政状況の説明・行財政改革等の取組 

   ・ 税制案検討の基本的事項（受益と負担の関係性、課税の根拠など） 

   ・ あらゆる活用方策（選択肢）の検討 

・ 施策等の市民説明 

   ・ 時限的手法の必要性 

   ・ 使途の明確化の必要性 

   ・ 市民参画の必要性 

また、税の軽減を行う場合には、次の事項に留意すべきこと。 

   ・ 施策の重要性 

   ・ 税制案検討の基本的事項（受益と負担の関係性、課税の根拠など） 

   ・ あらゆる活用方策（選択肢）の検討 

・ 施策等の市民説明 

   ・ 時限的手法の必要性 

・ 手段の適切性の視点 

   ・ 効果の視点 

   ・ 財政上の視点 

   ・ 負担の公平性の視点 
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第２ 住民自治の確立に向けた地方税制度改革に対する横浜市
の考え方について 

１ 検討の経過等 

平成 23 年度の税制改正大綱では、税制を通じて住民自治を確立し、地域主権改革を推進す

るため、現行の地方税制度を「自主的な判断」と「執行の責任」を拡大する方向で抜本的に改

革することが明記され、国においては、この地方税制度改革を具体的に検討する組織として、

平成 23 年６月に「地域の自主性・自立性を高める地方税制度研究会」（以下「地方税制度研

究会」という。）が組織され、この抜本的改革にあたっての諸課題が検討されることとなった。 

地方税制度研究会においては、地域決定型地方税制特例措置（通称：わがまち特例）の導入

拡大、法定外税の新設・変更への関与の見直し、法定税の法定任意税化・法定外税化の検討、

税率についての課税自主権の拡大、消費税・地方消費税の賦課徴収に係る地方団体の役割の拡

大等について、検討が行われ、平成 23 年 10 月に中間とりまとめが、また、平成 24 年 11 月に

報告書がまとめられたところである。 

このような地方税制度改革について、今後、横浜市が今後課税自主権を活用するにあたって

は、まさに地方の自主的な判断が求められるものであり、この動向を注視しつつ、横浜市とし

ての考え方をまとめておくことが必要である。 

こうしたことを踏まえ、横浜市がこれまでも課税自主権を活用してきた又は今後も活用して

いく立場から、いくつかの項目について、本税制調査会として具体的な考え方を示すこととす

る。 

 

２ 法定外税の新設・変更への国の関与に対する考え方 

地域の自主性・自立性を高める地方税制度研究会「報告書」の概要（平成 24 年 11 月） 

 

○ 本研究会としては、法定外税制度の国の関与の見直しについて、地方分権改革の理念

を踏まえ、簡素化、透明化する方向で見直していくべきとの結論を得た。 

○ 具体的な見直しの方向性については、次のとおりであった。 

 ・ 基本的に全ての法定外税の新設・変更について、「同意を要しない協議制」とする

方向で検討すべきとの意見が多数の委員から出された。 

 ・ その一方で、（非居住者に負担を転嫁する）租税輸出等の租税外部性を事前に解決

するためには、国が全体の利益から法定外税の課税を止められる仕組みが必要との意

見があった。 

 ・ 一定の範囲内での税率の引上げなど国の関与を要しないと考えられる場合について

は、国の同意を要しない仕組みとすべきではないかとの意見が相当数の委員から出さ

れた。 

○ 政府においては、本研究会が課題とした事項（※）について、詳細な検討、整理を行

った上で、地方団体の自主性・自立性を高める方向で法定外税制度の見直しを行うこと

を期待する。 

 ※ 「同意を要しない協議制」の論点（事後的な統制となること、三要件の取扱い、地
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方団体への影響）、現在の三要件の透明化等 

法定外税は、地方団体が自主的に税制度の創設を行うことが可能な制度であるが、その新

設・変更に関しては総務大臣の同意を得ることが必要とされている。 

しかしながら、地方分権改革の理念を踏まえ、この法定外税に係る関与についてはさらな

る見直しを検討していく必要があると考えられる。 

さらに、この総務大臣による同意があるがために地方団体における住民への説明責任が十

分にはたされないきらいがある。すなわち、法定外税に係る国の同意が地方団体の責任回避

につながっているのではないかとの指摘もあり、法定外税に関して地方団体がより自主性を

発揮していくため、法定外税の新設・変更への国の関与の見直しについて、検討がなされて

いる。 

ここでは、法定外税の新設・変更に係る国の関与の必要性（「同意を要しない協議制」と

する方向性について）、手続面の関与（事後的な統制となることについて）、要件面の関与

（三要件の取扱い）の３つの論点について検討状況をとりまとめる。 

（１）国の関与の必要性（同意を要しない協議制とする方向性）について 

ア 国の「同意」について 

総務大臣の「同意」は、特例企業税の 高裁判決においては、違法性の阻却事由には

ならないとされた。つまり、「同意」は、地方税法への適合性を担保する仕組みにはな

っていない。 

したがって、法定外税の税制案が、地方税法のルールと合わない場合は、法律と条例

との関係の中で議論すべきことであり、同意があったから適法な状態になったとはいえ

ないとされた。 

現行の三要件によって排除されている事項は、単に、その観点でふるい分けされてい

るだけで、異なった観点から見れば法的な不適合性はあり得るとなると、「同意」の必

要性は低い。 

イ 国と地方自治体との「協議」について 

 同意を要しない協議制とした場合には、「協議」の位置づけである。前アのとおり、

「同意」は違法性阻却事由にはならないので、法的適合性以外の問題について「協議」

することとなるが、何のために「協議」を行うのか、 

そこで、「協議」の性質について考えてみると、「協議」という場を通じて、課税に

携わる国と地方が一緒に話をする機会を持つということは、税という民主主義、法治機

構の中でとても重要な事であり、協議制を残したほうが良いという理屈も成り立つ。ま

た、市町村の実務的な観点からは、協議制がない場合には、地方自治体が自ら妥当性を

判断するのであるが、後になって、制度そのものに破綻が生じる可能性もまた増えるこ

ととなる。 

一方で、「協議」の名の下に、国が地方に対して行政指導を行う可能性もありうる。

「協議」という名の事実上の「行政指導」で地方が国にコントロールされるということ

は、地方分権の概念からは懸念されるところでもある。それでは、国と地方が対立関係

で議論をするのが良いのか。両方とも統治機構であり、国民（市民）の利益を目指して

いるはずなので、ルールを基準に争わなくてはいけないのは少し違う。 



23 

 

したがって、協議制については、国と地方が対等な立場で、あるべき税のあり方につ

いて議論をする場として残すべき、ということが、横浜市税制調査会として強調してお

かなければならないことである。 

なお、極端な例としては、「協議」自体を不要とし、「届出」とする方向性もあるか

もしれないが、「届出制」という機械的、事務的な作業で終わらせるよりは、国と市町

村との接点としての「協議」を残しておいたほうが良いだろう。 

（２）手続き面の関与（事後的な統制となることについて） 

地方自治体が行う法定外税の新設・変更に対して、その事前の統制が何もなく、事後的

な統制として、司法的に解決すれば足りるというのは、法律的・行政的な仕組みではない。 

国と地方はすり合わせをしながら課税自主権の行使の内容を調整し、制度設計をしてい

くことが重要である。 

また、適法性を判断できるのは裁判所だけの権限であり、どれだけ事前審査に時間をか

けても、裁判を受ける権利が憲法上保証されている以上、事後統制は必ず及ぶこととなる。

あとは蓋然性の問題であって、違法な状態の条例が確率的にどれだけできるのかというこ

とであり、それを事前規制である程度はじいておけば、後になって問題は起きにくい。 

さらに、国の関与と協議制と、事後的な違法・適法の問題は別の問題であって、少なく

とも国の関与のなかには違法・適法の審査をするものはなく、むしろ法定外税を構想する

地方側が事前に違法とならないように構想すべきである。 高裁は、三要件は消極要件と

してはねるための要件に過ぎず、そこではねられずに同意を得たものが、反射的に適法と

なるわけではないと判示しており、いずれにしても、国に適法か否かの判断をしてもらわ

なければいけないほど地方に能力がないわけではないから、そこは地方でもしっかりとや

るべきである。 

（３）要件面の関与（三要件の取扱いについて） 

【現行の三要件】 

① 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となる

こと。 

② 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること 

③ ①及び②に掲げる者を除く外、国の経済施策に照らして適当でないこと 

三要件の見直しに当たっては、地方分権を重視する立場からすれば、見直すべきという

のが基本的な考え方となる。 

ただし、地方自治の現場の感覚からすると、協議上問題視される部分を事前に目安とし

て見せておく、すなわち、ガイドラインとしての要件はあった方が、行政実務としては、

初からはじかれるものをイメージできていた方が構想しやすく、便宜的であるといえる。

国の行政、都道府県、市町村など行政のありようを考えて、目的や効果が明確に示される

ような条件（要件）が設定されるのであれば、それ自体はおかしなことではない。何のた

めの条件なのかを明確にした上で、三要件の取扱いを考えるべきである。 

なお、以下にそれぞれの要件ごとに委員から出された意見を述べておく。 

ア 要件①について 

同じ税源に課税をしてはいけないというこの要件が外せないとすれば、法定外税で財
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源を確保するというのは不可能であると言わざるを得ない。アメリカを見ても州に所得

税があって、連邦に所得税があってというのは普通の世界であるから、この要件①は削

除しても良いのではないか。 

また、「負担が著しく過重となること」については、どこからが重くてどこからが軽

いのか、という壁の問題が出てくる。それが、金額の大小なのか、あるいは特定の税率、

納税額なのかも明確になっていない。 

イ 要件②について 

要件①と同様、曖昧で明確なものではなく、削除しても構わないのではないかと考え

られる。 

ウ 要件③について 

国の経済施策が地方の様々な施策よりも上に位置するという事を、地方税法で規定し

ていることは問題があるのではないか。また、抽象的であり、どこまでが範囲なのかわ

からないし、許可・不許可の具体的な基準も明確ではないから、具体化すべきではない

かと考えられる。 

 

以上簡単に述べたように、現行の三要件はすべて適正とは言いがたいというのが本税制

調査会の委員のおおかたの見解である。したがって、先に述べたように見直すべきという

結論に至るが、これも既述のように、条件の設定それ自体がおかしいと言っているわけで

はない。条件の根拠や設定の目的が明確に示され、それが合理的と納得できるのであれば、

条件が課されることに意義を唱えるものではないのである。 

 

 

３ 税率についての課税自主権の拡大について 

税率についての課税自主権の拡大については、本税制調査会としては、横浜市が課税してい

る税目に関わる税率の考え方について検討することとした。 

地域の自主性・自立性を高める地方税制度研究会「報告書」の概要（平成 24 年 11 月）

○ 本研究会としては、制限税や一定税率を設定することについては、意義があるもの

の、税率の自由度を制限するものであるから、社会経済情勢の推移等も踏まえつつ、

地域の自主性・自立性を高める観点から、緩和する方向で不断に検討されるべきであ

ると考える。 

 

地域の自主性・自立性を高める地方税制度研究会報告書（抜粋） 

５ 標準税率 

（１）標準税率の定義 

本研究会としては、地域主権改革の推進の観点から、税率の自由度を高めること

は必要であると考える。税制全体の大きな方向性は国会で決められるべきとの観点

や地方交付税制度における役割などからは、標準税率の果たしている機能は必要で

あると考えられる。 

（２）標準税率と財政上の措置 

  標準税率未満で課税を行う場合の建設地方債の許可制度については、（略）本研
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究会としては引き続き制度を維持すべきと考える。 

（１）制限税率5 

ア 法人市民税 

報告書では、地方法人課税については、超過課税の実態として法人に負担が偏ってい

ること、政治的に投票権を持つ個人よりも投票権を持たない法人に負担を求めがちと考

えられることから、引き続き制限税率を設定する必要があるとされている。 

横浜市では、法人市民税について、制限税率まで超過課税を行っているが、横浜市税

制調査会としても、法人市民税の制限税率を無くせば、偏りが助長されるだけであろう

と考える。そういう意味では法人市民税に制限税率がある理由は認められる。 

ただし、地方の自主性・自立性を高める税制という観点からは、本来的には制限税率

は撤廃していいのではないかとも考える。しかし、この場合、制限税率を超過課税の税

率設定の根拠としている市町村としては、その後ろ盾を失うことから、逆に、超過課税

を行いにくくなるのではないか、といったことも考えられる。 

標準税率や制限税率などの概念がない国は、個人と法人を結び付けて、法人の税負担

を上げるなら個人の税負担も上げる、ということをやっている例もあるので、法人のみ

に制限税率を残しておく必然性はあまりない。法人には投票権がないから制限税率を撤

廃すると青天井になってしまうのではないかという危惧もあるが、実際には、極端なも

のは構想されないはずであるから、法人市民税の制限税率は撤廃の方向で見直すことが

適当と考える。 

イ 軽自動車税 

地方の自主性・自立性を高める税制という観点からは、基本的に、制限税率は不要で

あると考えられるが、日本中を動き回る資産に課税するときはどこで課税されても、使

っても同じような税負担にすべきではないか。 

ただし、環境政策として軽自動車の普及を推進するのであれば、大都市部は、低い税

率を設定し、普通車から軽自動車へ誘導するという政策に用いること考えられる。 

ウ 都市計画税 

都市計画税は目的税である以上、当該目的以上に課税してはならないし、当該目的以

上の税収を確保する必要もない。 

むしろ、制限税率として税率を数字で制限するのではなく、当該自治体の予算におい

て充当事業である都市計画に係る事業費をその上限値として設定することとし見直す

ことが考えられる。 

（２）一定税率6 

報告書では地域の自主性・自立性を高める観点から緩和する方向で検討する旨の指摘が

されている。横浜市において一定税率を採用している税目は事業所税のみであるが、緩和

の方向性について異論はなかった。 

                             
5 地方団体が税率を定めるに当たって、それを超えることができない税率。 
6 地方団体にそれ以外の税率を定めることを許さない税率。 
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（３）標準税率7 

報告書では、地方交付税制度における役割などからは標準税率の果たしている機能は必

要とされている。本税制調査会においても標準税率という考え方を残すということは賛成

である。標準税率が撤廃されれば、現状の交付税制度の根幹が揺らぎ、制度の崩壊が生じ

かねないので、標準税率は保っていかざるを得ない。地方交付税による財政調整を行う限

り、標準税率の概念を無くすことはできないと考えるからである。 

なお、地方の自立性・自主性の確立という観点からすれば、とりあえずは、一の税率で

はなくて不均一課税による税率の自由度を認めても良いのではないか。将来的には、地方

税法の改正が必要になるが、税率の選択について、地方自治体の意思によって累進税率も

選択できるようにするという方向性もあるのではないかと考える。 

（４）標準税率未満で課税を行う場合の財政上の措置について 

委員からは、以下に掲げるような意見が出された。 

・ 標準税率未満の起債の制限については、少し規制が緩められてはいるが、世代間の

負担の不公平の問題を考えると一定の制限があるということについての理屈は立っ

ているのではないか。 

・ 標準的なサービスとの関係において、標準以下のサービスで良いから減税するとい

うのは課税自主権や地方自治論から言えば可能であるが、財政調整論から言えば標準

的なサービスは責務であるから困難ではないか。 

・ 交付団体として地方交付税の枠内で普通行政を行うという目的があって、地方税制

度があるわけで、それを行うということを担保してから標準税率を徴収するという議

論になっている。 

・ 低いサービスで良いから税金は徴収しないということに、地方自治体はそこまでの

意思決定権はないのではないか。現状で交付税制度という税の地方税の制度の議論で

は許されるものが、行政の議論としては許されるのかという疑問はある。 

・ 法律的にも課税論から言っても標準税率未満課税に対して制限できるものはなく、

あえて言えば財政調整のところで問題ではないか。財政調整制度というのは全国制度

で成り立っているので、一つでもはみ出ることがあると壊れますよというような警告

を鳴らすことぐらいしかできない。 

 

                             
7 地方団体が課税する場合に通常よるべき税率。 
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４ 地方消費税の賦課徴収に係る地方団体の役割の拡大に対する考え方 

地域の自主性・自立性を高める地方税制度研究会報告書（抜粋） 

第５章 税務執行面における地方団体の責任 

３．今後の課題 

本研究会は、昨年度の「中間取りまとめ」において、「消費税・地方消費税の賦課徴

収に係る地方団体の役割の拡大」について、当面は、現行制度の下でも可能な「納税相

談を伴う収受」等の取組を進め、その上で、地方団体の体制整備の状況等を見極めなが

ら、消費税・地方消費税の税率引上げや共通番号制度が実施される時期を目途に、地方

団体に対する申告書提出の制度化について、改めて判断することが適当である旨提言し

たところである。 

その後、この提言については、平成 24 年度税制改正大綱、社会保障・税一体改革大

綱（平成 24 年 2 月 17 日閣議決定）、そして、第 180 回国会で成立した「社会保障の安

定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等

の法律」に明記された。 

本研究会の提言を政府として重く受け止め、閣議決定や法律に規定し、提言の方向に

沿って取組や検討を進める姿勢について、高く評価したい。 

今後は、さらに、この取組や検討を進め、消費税・地方消費税の賦課徴収に係る地方

団体の役割の拡大を図ることを期待するものである。 

「地方消費税の賦課徴収に係る地方団体の役割の拡大」とは、地方団体は、納税相談を伴

う収受等の取組を進め、将来的には、地方団体に対する申告書提出の制度化をも目指すとい

うことであるが、市町村を含む地方団体を想定した場合、何故、それをしなくてはいけない

のかというのはよく分からない。税収を分配している訳だからその分仕事をしなさいという

話なのであれば、地方交付税で法人税の一部ももらっているのだから、法人税の相談も受け

なさいという話になる。地方消費税は、県税交付金という形で市町村に交付されており、「税」

ではない。 

また、現行の地方消費税の枠組みで、納税相談だけを市町村がやるというのは、実務的に

無理ではないか。地方消費税の仕組みが分からない中で、単なる一般的な広報や、申告書収

受ならともかく、的確な納税相談を伴う申告書の収受を行う事は難しい。課税団体である道

府県は、本来的には納税相談等もやらなければならないと考えるが、窓口の問題で市町村も

納税相談をするのは難しいだろうという話に一般的にはなる。 

さらに、この問題は地方税法の規定のとおり地方消費税は道府県税なのだから、道府県が

やるのが筋である。仮に市町村が道府県と同等の課税団体であるという事が法律上定められ

れば、当然この納税相談や申告書の収受を担うことは考えられるが、市町村が課税団体とな

っていないのに、まずは納税相談や申告書の収受をやれというのは、筋違いな話である。 

なお、市町村が課税団体になる場合、事業主は、市町村・都道府県・国に対する申告書を

それぞれ提出することになるが、申告納税事務の負担上問題であれば、申告納税事務につい

ては現状のまま税務署のみにすることや、47 都道府県プラス政令市 20 で、政令市レベルで

役割を担うのであれば、一定の能力のあるところについては、課税団体にしていくという事

もありうる。 

以上のことから、地方消費税に関する納税相談を伴う申告書の収受を行うということは、

地方消費税の課税団体であることと密接に関係する問題である。課税団体である道府県はと

もかく、課税団体でない市町村に対して、納税相談や申告書の収受を行うことを求めるとい
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う国の方針は課題が多いと言わざるを得ない。こうした事務を行うのであれば、市町村にも

課税権や収入権を与え、交付金ではなく税収として配分を受けられるようにするべきである。

そうであれば、納税相談や申告書の収受を行うことは当然のことである。 
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第３ 大都市の特例税制に関する検討 

１ 指定都市と道府県との関係における税制度のあり方 

（１）検討の経過等 

横浜市を始めとする指定都市は、事務配分の特例により道府県から事務・権限が移譲さ

れているにも関わらず、必要な財源について税制上の措置が不十分であるという課題認識

を持っている8。こうした課題に対応する一つの対応案として、課税自主権を活用して税源

移譲を行うことが可能か検討することとした。 

検討にあたっては、具体的な税制案として、市税として課する税目の税率を引上げ、県

税として課する税目の税率を引き下げることにより、税制上の措置不足額に充当すること

を想定した。具体的には、例として、個人市民税の超過課税と、個人県民税の不均一課税

を併せて行う方法を考えることとし、こうした課税自主権の活用（超過課税＋不均一課税）

は、現行法において可能かどうかについて検討した。 

なお、本件については、本税制調査会で検討を行った後に、具体的に県と指定都市の協

議が行われているが、本稿においては、当時の議論を行った内容を基に記載しているもの

である。 

 

【図１ 課税自主権の活用例イメージ】 

 

                             
8 指定都市市長会は、「大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望」の中で、国

や政府・政党に対して、道府県から指定都市に移譲されている事務について所要額が税制上措

置されるよう、道府県から指定都市への税源移譲により大都市特例税制を創設することを求め

ている。 
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（２）指定都市と道府県との関係における税制度のあり方について 

ア 不均一課税を地域限定で行うことの是非 

まず、地方税上の不均一課税を、横浜市域とするように地域を限定して行うことにつ

いて検討する。これは、横浜市域とそれ以外の区域とで、道府県民税の税率を異なるも

のに設定することである。 

地方税法第６条第２項においては、「地方団体は、公益上その他の事由に因り必要が

ある場合においては、不均一の課税をすることができる」と規定されているが、不均一

課税の立法趣旨から考えると、同項は税源移譲を予定したものではないし、趣旨が異な

るものであり、同項でいう「公益上その他の事由」には当てはまらないのではないか。 

つまり、課税自主権の活用として、市町村民税の超過課税と道府県税の不均一課税を

併せて行うことについては、現行法においては、ハードルが高いと言わざるを得ない。 

ただし、これに対する一つのアイデアとしては、指定都市の市域を範囲とする特区を

設け、当該特区については特別に税率を設定するということが考えられる。不均一課税

を適用するのではなく、特区制度を活用していることになるが。もちろん、こうして特

区制度を活用することとしても、その根拠は地方税法において明記されなければならな

いことは言うまでもない。こうしたことが可能となるように地方税法で一般的に記述し、

その制度を税源移譲に活用するというのはあっても良いのではないか、と考える。 

イ 指定都市と道府県との関係 

次に、この税源移譲の手法について、地方交付税の問題も含めて指定都市と道府県と

の関係を考えてみる。 

地方交付税の算定において、基準財政収入額は標準税率により計算されるから、不均

一課税を行う場合には、県に収入されない部分も基準財政収入額に入り、県の持ち出し

が結果的に増えることとなり、道府県の立場からすればなかなか承服しがたいというこ

とになる。 

このことに対しては、地方税法第１条第５号に規定される標準税率について、基準財

政収入額の算定の基礎として用いる税率だと一本化しているものを切り分けて、税源移

譲用の標準税率と基準財政収入額の算定のベンチマークとなる税率と切り分けるとい

うアイデアが考えられる。 

いずれにしても、現行法における課税自主権の活用の範囲ではなく、地方税法及び地

方交付税法を改正しないといけない問題であり、その制度設計には、総務省など国の関

与が必須となる。例えば、横浜市と神奈川県だけで合意して実行できるものではなく、

全国制度をどうするのかという点は、国に積極的な参画を求めなければならない。 

ウ 税源移譲以外の考え方 

前記アのとおり、現行法での対応が難しいとなれば、地方税法の改正を行わず、現行

法のままで対応することも考えなければならない。一番簡単なのは、財源保障的な交付

金を道府県が支出する、ということである。大都市特例税制に係る全体的な財源不足額

に対して、税源移譲で賄う部分と、交付金によって対応する部分と、両方でやるという

形でも良い。ここでいう交付金は、税交付金ではなく、一番使いやすい単純な交付金と
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いう形でも良い。移譲する事業はそれぞれ支出規模が違うから、移譲の度にその都度交

付してもらうのもいいかもしれない。 

ただし、県民税１％相当の収入分は、移譲事業だけに使っているわけではないわけで、

１％を移譲するというと、それを充てていた事業に使えなくなるので、県にとっては持

ち出しということになり、実際に道府県の立場からすれば、これも承服しがたいという

ことになる。 

低でも、事業はやるのだから毎年のランニングコスト、つまり毎年出そうな部分だ

けは税源移譲を行い、それ以外の年によって上下する余地がある部分は、その都度交付

するというのは合理的な話ではないか。 

エ 課税自主権の活用 

一方で、地方自治の観点から言えば、市民税・県民税の税率を指定都市が各自で道府

県と相談・調整し、他の市町村と齟齬が出ないようにしたうえで決定し、翌年以降は課

税自主権の活用ということで、自分たちが責任を持ってそれぞれ行政を行うという方法

は、「地方自治」らしい手法である。 

このためには、地方税法において、道府県民税と市町村民税を合わせて 10％という標

準税率になっていれば良い。 

また、指定都市は、現在では 20 都市があるが、従来からの大都市と、 近指定都市

となったところとでは大分事情が異なるのではないか。そうであるならば、それぞれの

地域ごとに考えてください、というのが一番いい。 

20 の指定都市が協議し、総意として政令市をもつ都道府県と協議する枠組みも必要で

あろうが、横浜市は神奈川県と精力的に調整していく必要がある。 

神奈川県は、一つの県でも３つの指定都市があり、その他の自治体も様々な状況下で

あるから、様々な議論が想定されるが、それを含めて地方自治であるとは言える。 

オ 道府県の累積損失 

後に、税源移譲に伴う大きな問題として、県がこれまで発行してきた膨大な地方債

の償還を誰がどうやって行うのかが残る。 

これは、税源移譲それ自体の問題ではないが、金額的に大きいだけに、市と県の財政

に生じる影響は多大である。この問題は、税制を主担当とする本税制調査会の扱うテー

マを超えるため、ここで何らの指針を示すのは避けるが、慎重な検討と、市・県の双方

に悪影響の生じないような工夫が求められることだけは間違いはない 

カ まとめ 

本章では、指定都市について、道府県から事務・権限が移譲されているにも関わらず、

必要な財源について税制上の措置が不十分であるという課題に対して、現行法において、

課税自主権を活用して、地域限定で市民税の超過課税と県民税の不均一課税を併せて行

う方法を取ることができるかについて検討した。 

不均一課税の立法趣旨から考えると、同項は税源移譲を予定したものではないし、趣

旨が異なるものであると言わざるを得ない。同項でいう「公益上その他の事由」には当

てはまらず、したがって、課税自主権の活用し市町村民税の超過課税と道府県税の不均
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一課税を併せて行うことについては難しく、地方税法の改正が必要となる。 

なお、この対応策としては、特区制度の活用という方法や、税源移譲だけでなく、交

付金や税交付金も活用してはどうか、といった意見も委員から出たところである。 

いずれにしても、本税制調査会としては、税源移譲により対応することを基本とし、

県と指定都市は、地方分権の精神を踏まえて、真剣に議論をすべきであるということに

尽きる。また、国は、地方税法の改正など、必要な部分に積極的に関与すべきであると

考える。 
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第２章 課税自主権の行使 ～環境・防災の減額措置と横浜み
どり税～ 

本章は、横浜市が現在活用している具体的な税制について、その活用上の諸課題等について

整理したものである。 

その内容としては、環境・防災関連施策促進のための課税自主権活用策に関する事項、横浜

みどり税条例に基づく緑の保全・創造に資する施策に係る課税自主権の活用に関する事項及び

26 年度以降の横浜みどり税の継続に関する事項である。 

まず、環境・防災関連施策促進のための課税自主権活用策に関する検討・検証を行った。こ

れは、横浜みどり税と同様、前身組織である税制研究会において、平成 23 年度に提言し、そ

の後市会での議論を経て平成 25 年度分の都市計画税から適用が始まったものである。本年度

は、導入初年度ということもあり、全体的な傾向の分析はまだまだこれからという側面もある

が、横浜みどり税と同様、この税制のあり方や効果等について、本税制調査会としてきちんと

チェックする必要があると感じており、こうした観点から検討テーマとしたところである。 

次に、横浜みどり税条例に基づく緑の保全・創造に資する施策に係る課税自主権の活用に関

する事項を整理した。現在、多くの道府県において導入されている森林税など、基金が設けら

れている税目は、ともすると事業部局の既得権益化となりかねず、税の立場から、しっかりと

チェックする必要がある。また、課税自主権を活用して、独自課税を行うことは、市民に特別

の負担を求めることになるのだが、こうした税制は恒久的なものではなく、課税期間を区切っ

て、その期限終了の際には、ゼロベースで再検討する必要があるのではないかと考えている。

こうしたことから、検討テーマとしたところである。 

後に、26 年度以降における横浜みどり税の継続に関する事項について検討した。これは、

平成 25 年９月 19 日付で、市長から 26 年度以降の緑の取組における横浜みどり税の活用の考

え方について、諮問をいただいたことによるものである。これは、環境創造局が策定した「こ

れからの緑の取組［平成 26 年度-30 年度］（案）」を実施するための財源として、引き続き、

横浜みどり税を活用することについてどのように考えるか、ということである。今回、本税制

調査会としては、税制の単なる継続ということではなく、横浜みどり税の創設時の議論になら

い、前提条件である横浜市の行政改革の状況や財政状況の検証をはじめ、横浜みどり税に係る

課税手法・納税義務者・課税期間・使途・税率といった税制の検証や固定資産税等の軽減措置

に関する事項等について、詳細に議論を行い、継続の可否を判断することとしたものである。 
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第１ 環境・防災関連施策促進のための課税自主権活用策の中
間的な検討・検証 

本章においては、平成 25 年度分の都市計画税から導入された、次に掲げる環境・防災関連

施策促進のための減額制度について取り上げることとする。 

・ 新築省エネ対策住宅に係る都市計画税の減額措置 

・ 熱損失防止改修住宅に係る都市計画税の減額措置 

・ 耐震基準適合住宅に係る都市計画税の減額措置 

これらについては、平成 23 年度の税制研究会において、横浜市における地球温暖化対策及

び震災対策を税制から支える観点から、これらの減額制度を早期に実現を図るべきであると提

案9し、その後、横浜市において市税条例の改正が行われて、制度が導入されたものである。 

本税制調査会としては、これらの減額制度についても、横浜市の環境・防災関連施策促進の

ために課税自主権が活用されている事例であることから、中間的に検討・検証を行うこととし

たものである。 

 

１ 新築省エネ対策住宅に係る都市計画税の減額措置 

（１）導入の経緯 

平成 23 年度当時、税制研究会では、横浜市における地球温暖化対策に係る様々な政策

の促進・実現に向け、税制として何ができるのか、いかなる課題があるのか等について、

検討を進めていた。 

そして、具体的な税制案として、家庭生活が営まれる「住宅」について、温暖化対策に

寄与する取組を税負担軽減の対象とする改正案を提示することとした。これは、横浜市全

体の Co2 排出量に占める家庭部門の排出量の割合が、全国値よりも大きいことから、家庭

部門の Co2 削減に積極的に取り組むべきであると考えたことによるものである。 

税制研究会では、家庭部門での Co2 排出量削減のためには、「省エネ住宅を新築する」、

「既存住宅を改修して省エネ住宅にする」といった住宅の省エネルギー化をさらに進展さ

せるインセンティブとなるような軽減税制が効果的であると考えた。 

また、省エネルギー性能の如何に関わらず、すべての住宅が減額対象となるよりは、省

エネルギー性能の高い住宅のみを減額するという税制の方が、省エネ住宅の新築に対して

インセンティブ効果がより高く機能すると考えられることから、新築住宅に係る都市計画

税の軽減措置については、一律適用を取りやめ、見直すべきであると結論づけたのである。 

                             
9 「地球温暖化対策等に寄与する政策税制についての中間報告」（平成 23 年 7 月） 
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（２）制度の概要 

この減額制度は、平成 24 年１月２日から平成 28 年１月１日までの間に建築された新築

住宅のうち、『次世代省エネ基準10』または『住宅事業建築主の判断の基準11』に適合する

ものについて、当該住宅にかかる都市計画税を２分の１減額するものである。 

制度の内容については、次のとおりである。 

 【減額の要件】 

住宅 

１．平成 24 年１月２日から平成 28 年１月１日までに新築されたもの 

２．一定の省エネ基準に適合する住宅または認定低炭素建築物であること 

３．居住部分の割合が全体の床面積の２分の１以上であること（併用住宅

の場合） 

床面積 
専用住宅 

居住部分の床面積が 50 ㎡（一戸建て以外の貸家住宅は一区画

が 40 ㎡）以上 280 ㎡以下 

併用住宅 居住部分の床面積が 50 ㎡以上 280 ㎡以下 

申告書の

提出 

一定の省エネ基準に適合する住宅または認定低炭素建築物であることを証

明する書類を添付して、新築された日から翌年の１月 31 日までに申告 

【減額される範囲】 

120m2以下の場合 ２分の１ 

120m2を超える場合 
120m2 相当分について２分の１(120 ㎡を超える部分は減額され

ません。) 

【減額される期間】 

住宅の種類 減額期間 

３階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 新築後５年間 

上記以外の住宅 新築後３年間 

（３）実績及び評価 

当該減額措置の実績は、表１のとおりである。これによれば、新築住宅総数に占める省

エネ対策住宅の割合は、木造住宅で 45.5％、非木造住宅で 30.1％となっている。 

初年度ということもあり、この段階でインセンティブ効果が発揮されたかどうかを判断

することは困難であると考えるが、新築される住宅の４割程度が省エネ対策住宅であると

いうことは、地球温暖化対策に一定の寄与を果たしているといえる。 

                             
10 住宅全体の断熱性能を規定した「性能基準」と、断熱材等の設計・仕様を規定した「仕様基

準」の２つからなっている基準。具体的には、外壁・窓等を通しての断熱性や、冷暖房負荷の

削減・断熱効果の保管等の気密性の確保等の基準を定めたもの。登録住宅性能評価機関が発行

する[省エネルギー対策等級４]に該当する「住宅性能評価書」等により確認できる。 
11 『トップランナー基準』とも呼ばれ、建売戸建住宅を建築・販売する事業建築主に対し、そ

の住宅について目指すべき省エネ性能を定めた基準（戸建住宅用の基準）。具体的には、外壁

や窓等の断熱性能と、給湯設備や冷暖房設備等の建築設備の性能により、総合的に住宅の省エ

ネ性能を評価するもの。登録建築物調査機関が発行する「住宅事業建築主基準に係る適合証（住

宅省エネラベル適合証）」等により確認できる。 
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 【表１ 省エネ新築住宅の減額措置に係る実績】 

 

個数 
軽減税額 

（千円） 新築住宅 

総数 

うち省エネ

対策住宅 
割合 

木造 9,192 4,178 45.5% 41,461 

非木造 12,113 3,644 30.1% 43,312 

計 21,305 7,822 36.7% 84,773 

 

２ 熱損失防止改修住宅に係る都市計画税の減額措置 

（１）導入の経緯 

熱損失防止改修住宅（いわゆる省エネ改修工事を行った住宅）に係る減額措置の検討

は、前記１の新築省エネ対策住宅に係る都市計画税の減額措置の検討と同じ時期に、税

制研究会により行われたものである。 

熱損失防止改修住宅については、地方税法において、固定資産税に係る減額措置が法

定されている。税制研究会としては、新築省エネ対策住宅の減額措置の導入と同様、地

球温暖化対策に資する税制の活用の観点から、この制度を都市計画税についても拡大す

ることを提案し、その後、横浜市において市税条例の改正が行われて、制度が導入され

たものである。 

（２）制度の概要 

この制度は、平成 24 年１月２日から平成 28 年３月 31 日までの間に熱損失防止改修工

事が行われた住宅について、改修工事完了の翌年から１年間分、都市計画税の３分の１を

減額するというものである。 

制度の内容については、次のとおりである。 

 

【減額の要件】 

住宅 
平成 20 年１月１日以前から所在する住宅（貸家住宅は対象外。）であ

ること(区分所有家屋は専有部分の工事を含むものが対象） 

改修工事の 

内容 

工事金額が 50 万円を超える（平成 25 年３月 31 日までに改修工事に

係る契約が締結された場合は 30 万円以上）次のような改修工事を行

うこと 

① 窓の改修工事【必須】 

② 窓の改修工事とあわせて行う床の断熱工事、天井の断熱工事、壁

の断熱工事 

③ 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することに

なること【必須】 

申告書の提出 省エネ改修工事の完了後３か月以内に申告 
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【減額される範囲】 

120m2以下の場合 ３分の１ 

120m2を超える場合 
120m2相当分について２分の１(120 ㎡を超える部分は減額され

ません。) 

【減額される期間】 

１年間 

（３）実績及び評価 

当該減額措置の実績は、表２のとおりである。これによれば、平成 25 年度分の課税に

ついては、326 個の家屋で 999 千円の減額実績となった。 

このことについては、都市計画税の減額制度が初年度であるということから、この数字

をもってインセンティブ効果が発揮されたかどうかを判断することは困難である。今後の

実績値の推移を見ながら、適宜判断していきたい。 

 

【表２ 熱損失防止改修住宅に係る減額措置の実績】 

※ 固定資産税については、平成 21 年度から地方税法に基づく減額制度あり。 

(注) 平成 23 年度・平成 24 年度は大規模な集合住宅の改修があったため、件数が増大している。 

 

３ 耐震基準適合住宅に係る都市計画税の減額措置 

（１）導入の経緯 

耐震基準適合住宅に係る減額措置の検討は、前記の２つの減額措置の検討と同じ時期に、

税制研究会により行われたものである。 

耐震基準適合住宅については、熱損失防止改修住宅に係るものと同様に、地方税法にお

いて、固定資産税に係る減額措置が法定されていた。税制研究会としては、同年に発生し

た東日本大震災を受けた横浜市の震災対策に資する税制の活用の観点から、この制度を都

市計画税についても拡大することを提案し、その後、横浜市において市税条例の改正が行

われて、制度が導入されたものである。 

（２）制度の概要 

この制度は、平成 24 年１月２日から平成 27 年 12 月 31 日までの間に耐震改修工事が行

 H21 H22 H23 H24 H25 平均 

個数 15 54 1,074 925 326 479

軽減 

税額 

（千円） 

固定資産税 352 1,352 25,284 17,741 4,867 9,919

都市計画税 - - - - 999 200

計 352 1,352 25,284 17,741 5,866 10,119

適用床面積(㎡） 1,898 6,234 107,854 80,382 26,164 44,506
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われた住宅について、改修工事完了の日付に応じて、当該住宅に係る都市計画税の２分の

１を減額するというものである。 

制度の内容については、次のとおりである。 

【減額の要件】 

住宅の種類 
昭和 57 年１月１日以前から所在する専用住宅、共同住宅、併用住宅

（居住部分の割合が２分の１以上あること）であること 

耐震改修の証明 

次のいずれかの者による証明を受けていること 

建築士・横浜市（担当：建築局建築企画課）・指定確認検査機関・

登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人 

改修工事金額 
一戸あたり 50 万円を超えるもの（平成 25 年３月 31 日までに改修工

事に係る契約が締結された場合は 30 万円以上） 

申告書の提出 耐震改修工事の完了後３か月以内に申告 

【減額される範囲】 

120m2以下の場合 ２分の１ 

120m2を超える場合 
120m2 相当分について２分の１(120 ㎡を超える部分は減額され

ません。) 

【減額される期間】 

耐震改修の完了した時期 減額期間 

平成 22 年１月～ 

平成 24 年 12 月末まで 
改修後２年間 

平成 25 年１月～ 

平成 27 年 12 月末まで 

改修後１年間 

※当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に

規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場

合は、改修後２年間 

（３）実績及び評価 

当該減額措置の実績は、表３のとおりである。これによれば、平成 25 年度分の課税に

ついては、211 個の家屋で 757 千円の減額実績となった。 

このことについては、都市計画税の減額制度が初年度であるということから、この数字

をもってインセンティブ効果が発揮されたかどうかを判断することは困難である。今後の

実績値の推移を見ながら、適宜判断していきたい。 
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【表３ 耐震改修適合住宅に係る減額措置の実績】 

  H21 H22 H23 H24 H25 平均 

当該年度に新たに適用と

なった個数（カッコ内は当

該年度の適用総数） 

126

(378)

119

(347)

87

(339) 

190

(369)

211 

(373) 

147

(361)

軽減税額 

（千円） 

固定資産税 20,206 19,690 11,316 24,851 23,776 19,968

都市計画税 - - - - 757 151

計 20,206 19,690 11,316 24,851 24,533 20,119

適用床面積（㎡） 123,591 119,887 85,135 138,665 128,205 119,097

※ 固定資産税については、平成 19 年度から地方税法に基づく減額制度あり。 

 

４ まとめ 

新築省エネ対策住宅に対する減額制度は、新築住宅総数に占める省エネ対策住宅の割合は、

木造住宅で 45.5％、非木造住宅で 30.1％となっている。平成 25 年度は導入初年度というこ

ともあり、この段階でインセンティブ効果が発揮されたかどうかを判断することは困難であ

ると考えるが、新築される住宅の４割程度が省エネ対策住宅であるということは、地球温暖

化対策に一定の寄与を果たしていると言っても良いのではないか。また、消費税引上げが予

定されている中では、この税制が今後もインセンティブ効果を発揮していくことが期待され

るところである。 

熱損失防止改修住宅及び耐震基準適合住宅に係る都市計画税の減額制度については、平成

25 年度が初年度の適用となっている。今回、実績値（個数及び軽減税額）は出てきたものの、

これらの数字のみをもって、新たに導入した減額制度のインセンティブ効果が発揮されたか

どうかを判断することは困難であると言わざるを得ない。今後の実績値の推移を見ながら、

適宜判断していきたい。 
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第２ 横浜みどり税条例に基づく緑の保全・創造に資する施策
に係る課税自主権の活用に関する事項について 

本節では、横浜みどり税の条例に基づく緑の保全・創造に資する施策に係る課税自主権活用

の効果等を整理する。前述のとおり、「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」について

は、独自課税であるがゆえに課税期間を区切ってきちんと再検討する必要性があることから、

特に、横浜みどり税の使途や税制度のあり方等については、しっかりとチェックを行う必要が

あると感じていることから、検討したものである。 

検討の順序としては、まず、課税自主権活用の前提事項である、施策の重要性の検証と財政

状況・行財政改革の取組に係る評価・検証を行った後、横浜みどり税条例に基づく税制の検証

を行った。 

 

１ 課税自主権活用の前提事項に係る検証 

（１）横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）に係る事業・取組の評価・検証について 

横浜みどり税は、強力な開発圧力にさらされる横浜において緑を保全・創造していくために

は、標準的な税負担による行政需要を超える水準のコストがかかることから、市民税（個人・

法人）均等割への超過課税によって、多くの市民に広く薄く負担を求める方法によっているも

のである。 

また、緑の保全・創造に向けた施策としては、何も超過課税という手法だけではなく、規制

や補助・支援など、多様な手法を検討する必要があることはいうまでもない。 

こうしたことを踏まえると、まず、横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）に係る事業・

取組の評価・検証を行う必要があると考えたものである。 

ア 横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）の概要 

横浜市では、長期的な視点から水・緑環境の保全と創造に取り組むため、平成 37 年

度を目標年次とした「横浜市水と緑の基本計画」を平成 18 年に策定した。あわせて、

この基本計画を進める重点的な施策として「横浜みどりアップ計画」を策定し、緑施策

を推進してきた。 

しかし、緑の減少が続いていることから、それまでの取組を強化するための５か年の

事業計画として「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」を策定し、「樹林地を守

る」「農地を守る」「緑をつくる」施策を平成 21 年度から 25 年度までの５か年の計画

として取組を推進してきた。そして、この取組を継続して実施していくための安定的な

財源として「横浜みどり税」を導入し、相続等の不測の事態による樹林地の買取希望へ

の対応や市街地の緑化等を進めてきた。 
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イ 横浜みどり税を活用した各事業・取組の評価・検証 

横浜市では、「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」を策定し、その取組を継

続して実施していくための安定的な財源として「横浜みどり税」を導入しているが、そ

れぞれの事業・取組の財源に着目すると、横浜みどり税充当事業と非充当事業とに分類

される。今回、本税制調査会としては、横浜みどり税の使途をチェックするという観点

から、横浜みどり税充当事業の評価・検証を行うこととした。 

横浜みどり税の導入に基づく「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」の成果と

しては、4 年間の総論としては、客観的に見て一定の成果が上がっていると捉えること

ができ、横浜みどり税の導入によって、横浜市の緑の保全・創造に資する事業結果とし

ては成果があったものと一定の評価ができる。 

しかし、そもそも横浜市の緑の保全・創造へ向けた取組の根底にあるものは、平成 37

年度を目標年次とした「横浜市水と緑の基本計画」であり、21 年度から 25 年度までの

5 年間の取組のみをもって、この目標が達成できるものでもない。したがって、今後も

引き続き、継続した緑の保全・創造に対する取組が必要になるということを指摘してお

きたい。 

（ア）「樹林地を守る」施策 

「樹林地を守る」施策については、横浜みどり税を活用した、緑地保全制度による

指定地での買取希望に対して確実に対応してきた。指定地での買取は、4年間で約 106

ヘクタールに達したが、そのうち横浜みどり税を活用して取得できた樹林地は 50.7

ヘクタールとなった。こうしたことが、土地所有者の安心感につながり、緑地保全制

度の指定は計画目標（1,119ha）の達成は困難な状況（４か年で 417.5ha）にあるが、

計画前と比べると年平均 5倍のスピードで指定が進んでいる。 

いうまでもなく、樹林地の買取事業は、横浜みどり税の使途としては根幹を成す事

業である。税制研究会 終報告書においても、横浜みどり税の使途として「まず、よ

り確実な緑の保全・創造につながるものを選定することが望ましい」「間接的な支援

策よりも恒久的な保全策である買い取りによる公有地化がより相応しい」と指摘して

いることからも横浜みどり税の根幹的な使途といえる。 

本税制調査会としては、横浜みどり税が、相続等の不測の事態が発生した際の買取

りのための財源として大きな役割を果たし、このことが特別緑地地区の指定に際して

土地所有者の安心感につながり、計画前よりも指定が加速して進んだことは、評価で

きるものであると考える。 

特に樹林地の買取については、横浜みどり税が導入されていなかった場合には、横

浜市の財政状況を考慮すれば、ここまでの買取実績が残せたとは考えられず、大きな

役割を果たしたものと考える。 

横浜みどり税を活用する横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）については、市
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民から見れば、緑の総量の増加といったことを期待するのかもしれない。しかし、横

浜みどり税の主旨は、緑の維持、すなわち緑（樹林地）の減少を食い止めることであ

る。そして、この４年間の取組によって、緑の減少は確実に鈍化しており、歯止めが

かかり始めているといえる。こうしたことから、横浜みどり税の導入は、樹林地の維

持に対して大きな成果をあげたといえる。引き続き、緑の総量を維持するためにも、

こうした取組を継続する必要がある。 

【図２ 緑地保全制度による新規指定面積の推移】【図３ 樹林地取得の事業費の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図４ 山林減少面積の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （※固定資産税の課税対象となる土地面積から算出した参考値。端数調整のため合計値が整合しないことがあります） 

（イ）「農地を守る」施策 

「農地を守る」施策については、水稲作付の支援によって水田の保全が進んでいる

とともに、収穫体験ができる農園の整備が順調に進んでいる。 

横浜みどり税は、水田の保全、収穫体験農園の開設支援などに充当され、相応の実

績を上げているのではないだろうか。ただし、農園付公園の整備の進捗が遅れている

ことは気になる。公有地化は横浜みどり税の主要な使途であることから、引き続き、
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一層の努力を期待したい。 

（ウ）「緑をつくる」施策 

「緑をつくる」施策についてであるが、地域ぐるみで緑化を進める取組については、

市民が参画してその地域にふさわしい緑化計画の立案・緑化の実施を行う事業とされ

ている。これは、身近な緑化の推進を行う事業であり、かつ、市民参画を促す事業で

もあるから、横浜みどり税のふさわしい使途の一つ12である。したがって、市内の 15

地区での地域にふさわしい緑化計画の策定、市内 11 地区での民有地と公共施設の緑

化などを行った実績は、横浜みどり税充当事業としてふさわしいものであったと評価

できるものである。 

 

（２）財政状況の説明・行財政改革等の取組 

課税自主権の活用として、市民に追加の負担を求めるにあたっては、横浜市の財政

状況と行財政改革等の取組に対する市民の理解と納得が欠かせないものであることか

ら、これらの平成21年度からの取組状況について検証した。 

ア 横浜市の財政状況 

歳入面では、横浜市の一般会計決算額は、平成21年度で1兆5,185億円、以降、概ね1

兆4,000億円程度で推移してきた。また、市税収入については、平成21年度で7,140億円、

以降、概ね7,000億円程度で推移してきた。こうした一般会計決算額や市税収入は年度

ごとに動きが出てきている。 

一方、歳出面では、平成25年度予算においては、生活の安全・安心を支えるために、

震災・津波への備えなど「災害に強いまちづくり」のための経費などの施設等整備費や、

保育所入所定員の増や景気低迷による生活保護費の増など、福祉のために必要な経費の

扶助費が大幅に増加している。こうした義務的経費の一般会計の歳出に占める割合は、

今後も増加することが見込まれている。これまでも、横浜市の財政状況は非常に厳しい

ことがうかがえる。 

こうした中、横浜市は、将来を見据えた健全な財政運営の維持を行うため、財政規律

を重視した市債発行に努めている。横浜方式のプライマリーバランスとして、国のプラ

イマリーバランスより厳しい基準を用いており、市債発行額を、その年度の元金償還予

算額の範囲内に抑え、その年度の収入で、利払いを含む同じ年度の支出をまかなうこと

としている。さらに、新たな市債の発行に伴う借入金残高の増加の一方で、将来の借入

金返済のために積み立てている減債基金の残高も着実に増やしており、借金返済のため

の実質的な将来負担を年々減少させてもいる。 

 

 

                             
12 横浜みどり税のふさわしい使途としては、①樹林地・農地の確実な担保（公有地化）、②身

近な緑化の推進、③維持管理の充実による緑の質の向上、④ボランティアなど市民参画の促進

につながる事業、と整理されている。 
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【表４ 歳入決算額と市税収入の推移】             （単位：億円） 

 21年度 22年度 23年度 24年度 
25年度 

（予算） 

歳入決算額 15,186 13,848 13,992 14,167 15,369

市税収入 7,140 7,007 7,055 7,012 6,984

イ 行政改革等の取組状況 

横浜市は、従来から徹底した事業見直しに取り組んできている。 

平成21年度から25年度までの横浜市の事業の見直しによる効果額は次のとおりであ

る。 

【表５ 事業見直しによる効果額の推移】           （単位：億円） 

 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 

市役所内部経費の見直し 28 27 32 11 38

民営化・委託化の取組 12 4 4 2 4

その他事業の見直し 56 0.1 2 18 1

受益者負担の適正化 2 91 42 47 59

合 

計 

見直し効果額 98 122 80 78 102

見直し件数（件） 940 950 655 502 709

平成25年度においては、職員定数の削減、職員の自宅に係る住居手当を廃止するなど、

市全体で行政内部経費の徹底した見直しに取り組んだほか、外郭団体に対する財政支援

についてさらに踏み込んだ見直しを行い、合計で709件、102億円の経費を削減している。 

職員定数については、民営化・委託化など事務事業の見直しにより、職員定数の削減に取

り組み、平成25年度においては26,427人であり、ピーク時（平成９年度）の23％にあた

る7,874人を削減している。人口1,000人当たりの職員数は5.51人であり、指定都市中３

年連続で 少となっている。 

また、人件費については、諸手当等、給与制度の見直しや事務の効率化による超過勤

務の縮減に積極的に取り組み、歳出に占める人件費の割合が減少している。歳出に対す

る人件費の割合は、13.9％となっており、諸手当を含む平均給与月額歳出額に対する人

件費の割合は指定都市20市中16位となっている。 

 

２ 横浜みどり税条例に係る税制の検証 

続いて、横浜みどり税に係る税制の検証を行った。検討にあたっては、課税手法・課税期間・

納税義務者・使途・税率の別に検討を行った。 

（１）課税手法（市民税均等割の超過課税）の検証 

まず、課税手法であるが、横浜みどり税は、市民税（個人・法人）の均等割への超過課

税という課税手法を採っている。 

これは、税制研究会において、緑の保全・創造に向けた新税として、市民税（個人・法

人）均等割への超過課税によって、多くの市民の方々に広く薄く負担を求めていくことが
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適当と整理したものであるが、その趣旨は概ね次のとおりである。 

・ 横浜は、首都圏としての立地環境等から、強力な開発圧力にさらされており、緑

は年々大きく減少している。 

・ このような横浜において、緑を保全・創造していくためには大きなコストを要し、

他都市の行政需要や標準的税負担による行政需要を超える水準のコストと考えら

れる。 

・ 緑の保全・創造による受益は、市民である個人・法人に広く及んでいくことから

課税手法としては市民税（個人・法人）均等割の超過課税がふさわしい。 

今回、本税制調査会としては、前記１で見てきたように、横浜みどり税を活用した横浜

みどりアップ計画（新規・拡充施策）の事業・取組の実施による受益は、実際に、広く個

人・法人に及んでいることから、こうした課税手法を採用したことについては、妥当であ

ると判断できる。 

（２）課税期間（５年間）の検証 

次に、課税期間であるが、現行の横浜みどり税における課税期間としては、個人につい

ては、平成 21 年度から平成 25 年度までの各年度分の個人の市民税、法人については、平

成 21 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの間に開始する各事業年度等に係る法人の

市民税となっている。 

導入時の税制研究会の整理としては、「定期的に事業効果の検証を行っていくうえで、

５年間という期間設定が合理的」という整理がなされ、実際にこのとおりの税制が採用さ

れている。 

課税期間に対する評価であるが、課税自主権の活用ということで運用している限り、時

限を区切って課税することは避けられない。5年間という期間設定は、特に不都合はなく、

課税期間として妥当である。 

なお、樹林地の買取事業は、横浜みどり税の使途としては根幹を成す事業であるが、こ

の買取は、主に、土地所有者等の不測の事態の発生に対応するものであって、その事業執

行は必ずしも課税期間中に生じるものでもない。このため、買取に要する横浜みどり税が

基金に積み残しになる可能性もあるが、このような状況においては、たとえ課税期間が終

了したとしても、基金に残った額は、引き続き根幹的な使途である特別緑地保全地区等の

買取財源として活用する必要がある。課税の期間と基金の存続期間は一致しないのである。 

（３）納税義務者（特に欠損法人）の検証 

納税義務者については、市民税の超過課税を採用していることから、自ずと、個人市民

税及び法人市民税の納税義務者と重なることとなる。なお、法人については、利益計上の

ないいわゆる欠損法人については、特例として、課税免除措置が設けられている。 

税制研究会の整理としては、前記（１）の課税手法の観点と重なる部分もあるが、「受

益との関係について見てみると、憩いや景観形成、ヒートアイランド対策、CO2 吸収、新
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鮮・安全な食料生産、防災などといった緑が有する多面的な機能に着目すれば、緑の総量

を維持・向上させ、また、その質的価値を向上させていくことによる受益は、市民である

個人・法人に広く及ぶと考えられる。」「このような点を考慮すると、新たな税負担を検

討する場合の手法としては、地域社会の費用を、広く住民が負担するという性質を有する

税である市民税（個人・法人）均等割への超過課税によって、多くの市民に広く薄く負担

を求める方法によることがふさわしいと考えられる。」という整理がなされていた。 

また、欠損法人の課税免除の取扱いは、当時の厳しい経済状況を踏まえ、市当局と市会

での熟慮の結果、横浜みどり税条例において規定されたものである。 

これらのことを踏まえて、納税義務者に係る本税制調査会の評価を行うとすれば、まず、

個人だけでなく法人にも課税することについては、当然のことである。個人との兼ね合い

からも当然問題ないものである。 

また、欠損法人の課税免除措置については、税制・税理論の観点からすれば、特定の対

象に特例を設けるような制度は、公平性という点からは、望ましいとはいえないものであ

る。 

なお、やむを得ずに特例を設ける場合であっても、現行の特例が適切かどうか再検討す

べきである。 

（４）使途の検証および見直しの必要性の有無 

ア 基本的な考え方 

横浜みどり税の主たる使途としては、言うまでもなく、樹林地の確実な担保（公有地

化）である。市民に特別の負担を求めるという点からは、より確実な緑の保全・創造に

つながるものが望ましく、恒久的な保全策である買取による公有地化が もふさわしい

ものである。 

これに加えて、保全措置が講じられた樹林地等の維持管理や、市民が身近に緑を実感

することができるような緑化の推進、間伐等による森の再生、人のにぎわう森づくりな

ど緑の質の向上につながる取組、森づくりボランティアなど広く市民参画につながるよ

うな取組といったようなものが、超過課税の趣旨にかなうものである。 

こうしたことから、横浜みどり税の使途については、主として、次の４点に整理され

ている。 

・ 樹林地・農地の確実な担保（公有地化） 

・ 身近な緑化の推進 

・ 維持管理の充実によるみどりの質の向上 

・ ボランティアなど市民参画の促進につながる事業 

   （なお、施設の整備費や特定の個人・事業の支援的な性格を有する事業については、超

過課税の使途から除外している。） 
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基本的には、この整理で良いはずだが、改善すべき点があるとしたら、多くの市民が

実感できるような使われ方がされても良いのではないかということだろう。現行計画で

は、まずは樹林地の買取財源に充てるべきということが大切であり、都心部等の緑の充

実の優先順位は下位であり、その対策は後回しになっていた。しかし、一方で、横浜み

どり税を多くの市民が実感できる機会が少ないという声もあるところである。山手地区

で土地を取得して緑化を進めている事例もあり、都心臨海部や緑の少ない地域の緑化の

取組を、さらに充実させることが、必要ではないかという議論ができるだろう。 

さらに、民有の樹林地や農地等については、土地所有者に長く持ち続けてもらうこと

が基本となっていることから、緑地保全制度による指定の拡大・市による買取りが拡大

するのに伴って、それに伴う維持管理費用の支援を充実させるという必要が生じてくる。

また、維持管理費用の支援の充実は、緑地保全制度による指定の推進につながっている

ということに留意する必要があるだろう。 

イ 使途の検証 

ここで、使途の検証ということの意味を考えると、それは、市民に特別の負担を求め

た税が適切に使われたか検証することは、同時に、効果の検証を行うことができるとい

うことである。 

そして、横浜みどり税の成果については、前述のとおり、４年間の総論としては、客

観的に見て一定の成果が上がっていると捉えることができ、横浜みどり税の導入によっ

て、横浜市の緑の保全・創造に資する事業結果としては成果があったものと一定の評価

ができる。 

さらに、横浜みどり税は、本税制調査会による使途のチェックのほか、横浜みどりア

ップ計画市民推進会議（以下「市民推進会議」という。）においても使途のチェックが

行われており、透明性・民主的な使い方がなされている。 

（５）税率の検証について 

税率の検証を行うに当たっての「基準」は少々困難さがつきまとう。事業費の過不足な

のか、市民の負担感なのか、何を基準にするかによって評価は異なってくるだろう。 

現行の横浜みどり税の税率については、個人は年間 900 円、法人は年間均等割額の９％

相当額である。 

実は、税制研究会は、当初、「新たに必要となる一般財源（約 38 億円）をもとに、仮

に全てを市民税均等割超過課税によってまかなう場合、市民負担額は中間整理段階で示し

たものと同程度（※中間整理における税率試算→個人：1,300 円/年間、法人：規模に応じ

た均等割額の 13％（6,500 円～390,000 円/年間））」とし、さらに、「今後、具体的な税

率の設定について、横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）の事業内容、事業費を更に

精査し、新税以外の方法による財源確保努力など更なる内部努力を行ったうえで、適切な

水準の税率を導き出すべき」ということを提言した。 
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その後、横浜市では、行財政改革による財源の内部捻出や、事業計画の一部見直しや財

源の工夫により、 終的に、税率を 900 円・９％として、横浜みどり税条例を提案し、市

会においても真摯かつ真剣な議論が行われ決定したものである。 

また事業費の面からは、緑の保全・創造の取組については、確かに、税制研究会が想定

していた事業ボリュームからは減っているのだが、「みどりアップ計画（新規・拡充施策）」

に基づいて、この５年間の間に実施されてきた事業は、全体としては着実に成果があった

ものと認められることからすれば、税率の水準が 900 円・９％で適当であったと評価する

ことができるのではないか。 

なお、言うまでもないことであるが、この 900 円・９％という税率については、現行の

「みどりアップ計画（新規・拡充施策）」に基づく取組に必要な事業費から求められた税

率である。今後も横浜みどり税を継続するとした場合には、新たな取組計画に基づいて必

要な事業費を基に税率が定まってくるのであり、900 円・９％という税率ありきで議論を

出発させてはならないということは強調しておく。 

 

（６）固定資産税等の特例措置の評価・検証 

   横浜みどり税条例では、市民税均等割への超過課税の他にも、固定資産税及び都市計画

税の軽減措置として、「宅地内の農業用施設用地に対する軽減措置」13及び「基準以上の

緑化に対する軽減措置」14を規定している。 

この制度は、緑地や農地の維持管理負担の軽減を図り、一層の市街地等の緑化誘導や農

地の維持保全を図ることを目的として、固定資産税及び都市計画税に係る軽減措置を導入

したものである。 

「基準以上の緑化に対する軽減措置」については、４カ年累積で 57.0ha の緑地で保全

契約が締結されている。また、「宅地内の農業用施設用地に対する軽減措置」については、

４か年累積で 102 件（約 1.52ha）の契約が締結されている。 

これらの軽減税額については、表６のとおり、「宅地内の農業用施設用地に対する軽減

措置」は１件当たり 52.4 千円、「基準以上の緑化に対する軽減措置」は１件あたり 126.7

千円となっている。 

 

 

                             
13 1,000 ㎡以上の耕作を行っている農家で、所有農地等を 10 年以上耕作すること及び農業用

施設を 10 年間継続して利用する契約を横浜市と締結した場合、農家の敷地内にある農業用施

設用地に係る固定資産税・都市計画税について、一般の農業用施設用地の税額との差額相当分

を 10 年間軽減する。 
14 敷地面積が 500 ㎡以上の建築物の敷地において、一定の緑化基準を超えて５％以上の上乗せ

緑化を行い、緑化部分全体を横浜市と 10 年間保全する契約を締結した場合、上乗せ緑化して

いる部分に係る固定資産税・都市計画税の税額の４分の１を 10 年間軽減する。 
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 【表６ 軽減相当税額について】 

 宅地内の農業用施設用地 基準以上の緑化 

件数 税額 件数 税額 

平成 21 年度 32 件 1,563 千円 147 件 9,015 千円

平成 22 年度 37 件 2,355 千円 98 件 17,443 千円

平成 23 年度 17 件 868 千円 21 件 7,365 千円

平成 24 年度 34 件 1,498 千円 59 件 7,350 千円

計 120 件 6,283 千円 325 件 41,173 千円

（１件当たり） 52.4 千円 126.7 千円

   

本税制調査会としての評価としては、１件当たりの軽減額のインパクトが小さく感じる

部分もあるが、市街地等の緑化誘導や農地の維持保全に対するインセンティブとして、一

定の成果は出ており、これらの制度を導入した成果はあったと考えるものである。 

 

（７）市民参画 

本税制調査会の前身組織である税制研究会では、新たな税負担を市民税均等割超過課税

という形で広く薄く市民に求めるためには、これまで以上に市民の理解と参画に支えられ

ることが重要であり、施策の開始にあたっての事前の市民参画はもちろん、どのような使

い方がされ、どのような効果があったかという事後的な効果の検証、さらには施策の提言

等についても、これまでの取組をさらに発展させた仕組みを作り上げていくことが重要と

整理を行った。 

税の理論からしても、そもそも横浜みどり税のような市民税均等割の超過課税において

は、市民の直接参画する市民会議の設置は必須となる。均等割の超過課税とは、特定の政

策において、市民全員が不可分に受け取る行政サービスの利益に着目し、その利益の費用

を市民全員で均等に分担しようとする課税だからである。そうである以上、課税の内容や

税収の使途に、市民みずからが関心を持ち、意見を述べられる市民参画の会議を設置しな

ければならないのである。 

この考えの下で、平成 21 年 6 月 25 日に、横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）の

推進に向け、施策・事業の市民への情報提供、評価及び意見・提案等を市民参加により行

うための組織として、市民推進会議が発足した。 

委員は、学識経験者のほか、関係団体、町内会・自治会代表、公募市民からなる、計 15 

名の委員により構成されている。その活動状況としては、平成 21 年 4 月から 25 年 10 月

までの間に、会議の開催（16 回）、現地調査の実施（10 回）、みどりのオープンフォー
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ラムの開催（4 回）、広報誌「濱 RYOKU」の発行（17 回）、活動の報告書の発行（平成

21 ～ 24 年度の各年度）等を行っている。 

今回、税制調査会に対しては、平成 25 年６月にまとめられた「平成 24 年度横浜みどり

アップ計画の評価と提案」が提出されたが、その内容を見ると、みどり税充当事業を中心

に詳細に評価・検証が行われている。加えて、環境創造局からは、市会に提出される資料

と同じものが市民推進会議にも情報提供されており、みどりアップ計画全体に対しても意

見があげられている。 

横浜市税制調査会は、税の立場から横浜みどり税の使途のチェックを行うのに対して、

市民推進会議は公募市民４名を含めた委員が、市民の立場からチェックを行うことに加え、

緑の保全・創造による受益を受ける市民自らが緑の保全・創造の取組に携わるのであるが、

こうした仕組みは大変有効に機能していると評価できるだろう。 

したがって、市民推進会議の設置は必須である。他自治体でもさまざまな形で市民参画

の仕組みが実施されているが、横浜市の市民推進会議は、開催の密度も濃いし、情報公開

も積極的に行われており、透明性が高いものである。 

 

３ まとめ 

 横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）における横浜みどり税を活用した各事業・取組

については、特に、根幹事業である樹林地の指定・買取事業について大きな成果が出ている。

みどり税の導入前と導入後の比較では、公有地化された樹林地の面積は大きく増えていると

ともに、横浜みどり税を担保とした特別緑地保全地区等の指定面積も順調に増えているよう

である。こうした成果は、まさに横浜みどり税を導入した大きな成果であると評価ができる。

樹林地の減少には、歯止めがかかりはじめており、これを着実に進めていくことが求められ

ているといえよう。 

また、「農地を守る」施策については、水田の保全、収穫体験農園の開設支援などに一定

の成果が見られるとともに、「緑をつくる」施策においても、身近な緑化の推進・市民参画

を促す事業として、横浜みどり税にふさわしい事業として成果が出ており、評価できるもの

である。 

固定資産税・都市計画税の軽減措置については、１件あたりの軽減額のインパクトが小さ

く感じる部分もあるが、一定の成果は出ていると評価できる。 

横浜みどり税の税制については、課税手法・課税期間・納税義務者・使途・税率とともに、

概ね現行制度に特に問題はないものと考える。ただし、課税期間に関連する項目として、横

浜みどり税は、通常の事業とは異なり、不測の事態における樹林地買取のための財源であり、

担保として保障を与えるものなので、必ずしも課税の期間と基金の存続期間は一致しない、

ということについては、導入時に整理をしていなかった項目であることから、今回改めて明

確に示しておくこととする。 
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第３ 平成 26 年度以降の緑の取組における横浜みどり税の取扱
いについて 

 本節では、平成 26 年度以降の緑の取組における横浜みどり税の取扱いについて検討した結

果を取り上げる。 

 横浜市は、平成 25 年 9 月 19 日に、「これからの緑の取組［平成 26-30 年度］（案）」を示

し、平成 26 年度以降の緑の取組の計画案を策定した。そして、同日付で、市長から本税制調

査会に対して、「平成 26 年度以降の緑の取組における横浜みどり税の取扱いについて意見を

求める」とする諮問が行われた。 

 このため、本税制調査会において、平成 26 年度以降の緑の取組における横浜みどり税の取

扱いについて検討する必要が生じたのである。 

 この検討の進め方にあたっては、第２章の冒頭にも記したとおりであるが、本税制調査会と

しては、現行の横浜みどり税の制度について、その継続の是非を安易に判断するような検討手

法ではなく、その税制の仕組みについて再検討することとした。これは、現在、多くの道府県

において導入されている森林税など、基金が設けられている税目は、ともすると事業部局の既

得権益化となりかねず、税の立場から、しっかりとチェックする必要があると考えていること

や、独自課税を行って市民に特別の負担を求めるにあたっては、課税期間を区切って、その期

限終了の際にはきちんと再検討する必要があると考えたからである。 

 こうしたことから、26 年度以降の横浜みどり税の取扱いについては、現行の横浜みどり税が

導入された平成 20 年度における横浜市税制研究会での検討項目をベースに、税制の考え方・

仕組みなどについて整理することとした。具体的には、まず、課税自主権活用の前提事項の整

理を行い、その後、平成 26 年度以降の緑の取組の内容及び横浜みどり税の必要性について検

証する。そして、横浜みどり税の税制案及び固定資産税等の軽減措置の整理を検証することと

する。 

 

１ 課税自主権活用の前提事項の整理 

横浜市における緑の保全・創造の取組は、一朝一夕に実現するものではない。平成 26 年度

以降も緑の取組を継続して実施していくためには、安定的な財源が必要であることは論を待た

ないであろう。 

しかし、だからといって、単に、平成 26 年度以降も横浜みどり税を継続して安定的な財源

を確保する、ということを決めてしまうということでは安易すぎる。課税自主権を活用し、市

民に負担を求める以上は、政策の必要性や財政状況等に係る市民の理解が不可欠である。 

こうしたことから、本税制調査会は、課税自主権の活用の前提条件となる、今後の緑の取組

のための施策の内容はもとより、横浜市の財政状況・行政改革の状況等について検証した上で、
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26 年度以降の横浜みどり税の取扱いの結論を出すべきであると考える。横浜みどり税を現在課

税しているからと言って安易に継続を決めるのではなく、26 年度以降の緑の取組について、そ

の税の使途について市民が納得していないのであれば、市民に負担を求めるべきではないので

ある。 

安易に横浜みどり税を継続するという結論を出すのではなく、まず、課税自主権の活用の前

提条件を検証し、それがクリアできてはじめて、横浜みどり税の継続の方向性が示されること

となり、具体的な税制の検討に入れるのである。 

（１）施策の重要性 

 税は、政策目的実現のための「手段」であるから、当該政策についてどのような施策を

行うのか、ということが重要である。また、市民に対して税負担を求めるのであるから、

標準的な税負担によってまかなう施策や事業以上に、なぜ新たな施策を行っていく必要が

あるのか、それによってどのような効果が得られるのかといった点について詳細な説明を

行う必要がある。 

ア 横浜市の緑の取組 

横浜市は、大都市でありながら、市民生活の身近な場所に水や緑の環境を有しており、

この緑の環境を生かし、また、後世に引き継いでいくため、「横浜市水と緑の基本計画

（以下、水と緑の基本計画）」を平成 18 年に策定し、「横浜らしい水・緑環境の実現」

に向けて、水と緑の環境を育む様々な取組を展開している。 

この計画は、横浜市基本構想（長期ビジョン）の都市像「市民力と想像力により新し

い『横浜らしさ』を生み出す都市」を踏まえ、平成 37（2025）年を目標とした「横浜ら

しい水・緑環境の実現」のための長期計画であり、「拠点となる緑、特徴ある緑をまも

り・つくる」を基本方針の一つとして掲げ、まとまりのある樹林地や農地を中心とする

緑の拠点の保全と活用等を目指すこととしており、計画策定以降、計画に基づく取組が

進められている。 

さらに、平成 21 年度からは、「横浜みどり税」を財源の一部に活用した重点的な取

組として「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」を推進しており、「緑の総量を

維持し、長期的には向上していく」ことを目標とした取組を、「樹林地を守る」「農地

を守る」「緑をつくる」という３つの柱で進めてきた。 

イ 平成 26 年度以降の重点的な取組 

横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）は、平成 25 年度末までの計画であるが、

緑の保全や創出は長い時間をかけて継続的に取り組むことが重要である。 

横浜の緑の課題として、「緑の 10 大拠点内にも保全すべき樹林地が多く残っている

こと」「生物多様性の向上など、緑の質を充実させることが必要なこと」「農とのふれ

あいを求める市民が増えていること」「街の魅力をつくる緑の創出が必要なこと」があ



53 

 

げられており、緑の保全や創出は長い時間をかけて継続的に取り組むことが必要である。 

そこで、横浜市では、これまでの取組の成果や課題、市民意識調査の結果などを踏ま

え、平成 26 年度以降に重点的に取り組む「これからの緑の取組［平成 26-30 年度］（案）」

をとりまとめた。その内容は、参考資料１のとおりである。 

横浜市は、非常に強い開発圧力にさらされており、樹林地や農地が失われてきた。 

「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」では、従来の規模を大きく上回る緑地

保全制度による指定等を行い、土地所有者ができるだけ緑地を持ち続けられるように、

維持管理費の負担軽減等の施策を行った上で、相続等やむを得ない事態の際に、樹林地

の買取（公有地化）を行ってきた。これは、「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」

事業費の約８割を占める中心的事業であった。これらみどりアップ計画の実施により、

緑地保全制度による指定の拡大・市による買取りを進めたことで樹林地の減少傾向が鈍

化していることなど、一定の成果があったことは先に述べたとおりである。 

今回、「これからの緑の取組[平成 26-30 年度](案)」においても、緑地保全制度によ

る指定の拡大・市による買取りの事業費は約 325 億円となっており、全体事業費約 485

億円の約７割を占める中心的事業となっている。 

このほか、市民が身近に農を感じる場をつくる施策としては、様々な市民ニーズに合

わせた農園の開設として、収穫体験農園の整備支援や、農園付公園の用地取得・整備事

業等が計画されている。 

また、市民が実感できる緑を創出する取組の推進として、多くの市民が目にする場所

や効果的な場所での緑の創出を図ることや、民有地における緑化の助成、地域で緑を育

む活動に取り組む市民や事業者を支援することで、市民が主体となる緑のまちづくりが

計画されている。 

さらに、これらの取組の内容や実績について、様々な媒体・手法を用いて効果的に市

民に周知するような効果的な広報の展開も計画されている。 

こうした様々な施策が総合的に実施されることで、広く緑の保全・創造という目

的の達成に寄与していくこととなると考えられる。 

以上のことを踏まえると、「これからの緑の取組[平成 26-30 年度]（案）」について

は、これまでの取組の成果や課題等を踏まえて計画されており、全体として十分合理

性が認められる。引き続き、市民に負担を求める上で、前提条件を満たしていると

考えられる。 

（２）財政状況の説明・行財政改革等の取組 

ア 基本的な考え方 

課税自主権の活用として、市民に追加の負担を求めるにあたっては、横浜市の財政状

況と行財政改革等の取組に対する市民の理解と納得が欠かせない。 

財政状況が一般的に厳しいことは理解できるが、既存事業の「選択と重点化」や実施
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手法の効率化など徹底的な見直しによる財源捻出に加え、行財政改革、寄附の拡充等に

よる新たな財源確保といった内部努力について、市民の納得が得られるように、わかり

やすく示していくことが必要である。 

財政状況と行財政改革の取組状況の平成21年度から25年度までの状況については、現

行の横浜みどり税の検証の項において述べたとおり、課税自主権の活用検討の前提とし

て一定の理解はできると考えられる。こうしたことも踏まえ、本項では、今後のこれら

の取組について見ていくこととしたい。 

イ 財政状況・行財政改革等の取組状況 

(ア)横浜市の財政状況 

横浜市の一般会計決算額について、現行の税財政制度に基づき、26 年度から28 年

度までの財政見通しの試算では、26 年度の収支不足見込額は、420 億円と見込まれ

ている。一方で、扶助費をはじめとする義務的経費の自然増が見込まれる中で、市民

生活の安心や市内経済の活性化に向けた施策の推進と財政の健全化を両立させてい

く必要があることを考えると、横浜市の財政状況は、依然として厳しい状況にあると

いえる。 

このような中で、市債の発行については、計画的に抑制するとともに、市債残高の

減少を図るため、市債発行額を、その年度の元金償還予算額の範囲内に抑え、その年

度の収入で、利払いを含む同じ年度の支出をまかなうという、横浜方式のプライマリ

ーバランスでの黒字を確保してきた（平成25年度は、第三セクター等改革推進債の発

行により全体では赤字になるが、これを除く場合では黒字を確保）。 

（イ）行財政改革等の取組状況 

事業評価・事業見直しについては、共感と信頼の行政運営の一層の推進にあたって、

全職員に対して、常に市民の目線に立ち、絶えず主体的な業務改善に取り組むことを

求めている。具体的には、市役所の全部署に対し、所管する全事業を横浜市が担うべ

き必要性や妥当性について改めて厳しく評価・点検し、事業廃止の可否や大幅な転換

に踏み込んだ検討を行うこととしている。 

また、外郭団体に対する財政支援については、これまでの見直しから更に踏み込ん

だ見直しを図り、必要 小限のものに縮小することを求めるとともに、団体等が保有

する資産の活用については、横浜市への寄附や基金等の取崩しなども含め、団体と協

議することとしている。 

（ウ）まとめ 

以上のことに加え、平成21年度から25年度までの財政状況と行財政改革の取組状況

については、一定の理解ができることを踏まえると、課税自主権の活用検討の前提と

して、財政状況と行財政改革の取組状況については、その前提条件は満たしていると

考えることができる。 

しかしながら、市民の理解と納得に向けては、これからも様々な課題に取り組み、

継続して経費の節減を進めることが必要であり、今後も不断の努力が必要になること
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は言うまでもない。 

（３）前提条件の整理（まとめ） 

課税自主権を活用する前提として、施策の重要性と財政状況・行財政改革等の取組状況

について見てきた。 

施策である「これからの緑の取組[平成26-30年度] (案)」については、緑地保全制度に

よる指定の拡大・市による買取といった中心的事業をはじめとし、市民が身近に農を感じ

る場をつくる施策、市民が実感できる緑を創出する取組を総合的に実施することにより、

広く緑の保全・創造という目的の達成に寄与していくこととなると考えられるとともに、

これまでの取組の成果や課題等を踏まえて計画されており、全体として十分合理性が認め

られるものである。 

また、横浜市の財政状況・行財政改革等の取組状況については、横浜市が依然として厳

しい財政状況にある中、市債発行を計画的に抑制していることや、事業評価・事業見直し

について、市役所の全部署に対し、所管する全事業を横浜市が担うべき必要性や妥当性に

ついて改めて厳しく評価・点検し、事業廃止の可否や大幅な転換に踏み込んだ検討を行う

こととしている。 

こうしたことから、これら課税自主権活用の前提となる事項については、一定の合理性

があることが確認できた。これを受け、次項以降において、具体的税制案の検討に入るこ

とができる。 

 

２ 横浜みどり税条例における税制案の検討 

横浜市では、平成 21 年度から、横浜みどり税条例に基づき、市民税均等割超過課税による

横浜みどり税と、施策誘導を目的とした税負担の軽減措置を行ってきた。 

これらの税制については、その導入に当たって、税制研究会をはじめ、市当局や市民・市会

等による真摯な議論が行われ、様々な角度から検討が加えられた結果である。したがって、26

年度以降も緑の取組のための課税自主権を活用する場合には、これらの税制を基本に考えるこ

ととなるだろう。そして、すでに述べたように、本税制調査会としては、これらの税制に係る

検証を行い、課題点なども指摘したところである。 

こうしたことも踏まえ、まず 26 年度以降の横浜みどり税の税制案について、課税手法・課

税期間・納税義務者・使途・税率など、それぞれの要素ごとに検討していく。施策誘導を目的

とした税負担の軽減措置については、項を改めて検討することとする。 

（１）課税手法（市民税均等割超過課税）の検討 

現行の横浜みどり税の課税手法は、市民税（個人・法人）の均等割への超過課税という

課税手法を採っている。これは、先にも述べたとおり、強力な開発圧力にさらされている

横浜市において、緑を保全・創造していくためには標準的税負担による行政需要を超える

水準のコストを要することや、緑の保全・創造による受益は、市民である個人・法人に広

く及んでいることがその理由である。 
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今回、26 年度以降の緑の取組案として、「これからの緑の取組[平成 26-30 年度](案)」

が示されたわけであるが、この施策の実現のためには、引き続き、標準的税負担による行

政需要を超える水準のコストを要すると考えられる。また、この取組が実施されることに

よる緑の保全・創造による受益は、市民である個人・法人に広く及んでいくものと考えら

れる。 

したがって、課税手法については、引き続き、市民税（個人・法人）均等割の超過課税

を採用すべきである。 

（２）課税期間の設定 

ア 課税期間 

課税期間については、現行の横浜みどり税では 5年間となっているが、その理由は、定

期的に事業効果の検証を行っていくうえで、5 年間という期間設定が合理的であるという

ものである。 

26 年度以降の横浜みどり税についても、課税自主権の活用ということで運用している限

りにおいては、時限を区切って課税することは避けられないものであり、引き続き５年間

という課税期間で適当であると考えるものである。 

イ 課税期間と基金存続期間の関係 

横浜みどり税については、その使途を明確化するため、税収相当額を「横浜市みどり

基金」に積み立て、他の一般財源とに分けて管理しているが、同時に、年度間の財政調

整も図っている。 

そもそも、横浜みどり税の歳入年度は、事業の歳出年度と一致しないものであるが、

さらに、緑地保全制度による特別緑地保全地区等の指定に伴う樹林地の買取事業は、主

に、土地所有者等の不測の事態に対応するものであって、その事業執行は必ずしも課税

期間中に生じるわけではない。 

このことから、課税期間が終了した後にも、横浜市みどり基金に残った額を根幹的な

使途である特別緑地保全地区等の買取財源として活用することは、横浜みどり税が有効

に機能したということになる。つまり、課税の期間と基金の存続期間は一致しないので

ある。 

（３）納税義務者について 

ア 基本的考え方 

納税義務者については、市民税の超過課税を採用するのであるから、個人市民税及び

法人市民税の納税義務者となる。 

憩いや景観形成、ヒートアイランド対策、CO2 吸収、新鮮・安心な食料生産、防災な

どといった緑が有する多面的な機能に着目すれば、緑の総量を維持・向上させ、また、
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その質的価値を向上させていくことによる受益は、市民である個人の生活や法人の事業

活動をはじめとして広く及ぶと考えられる。 

このような点を考慮すると、地域社会の費用を、広く住民が負担するという性質を有

する税である市民税（個人・法人）均等割への超過課税によって、多くの市民に広く薄

く負担を求める方法によることがふさわしいものである。 

イ 欠損法人の取扱い 

現行の横浜みどり税においては、利益計上のない、いわゆる欠損法人については、特

例として、課税免除措置が設けられている。この取扱いは、当時の厳しい経済状況を踏

まえ、市会と市当局とで熟慮の結果、横浜みどり税条例において規定されたものである。 

しかし、税制・税理論の観点からすれば、特定の納税者に特例を設ける制度は、税の

公平性という点からは、望ましいとはいえない。特に本税制調査会では、市民税均等割

の超過課税を採用した根拠を、緑の保全・創造が法人の事業活動も含め、すべての市民・

法人に広く及んでいることに求めているだけに、現状はこの根拠と矛盾すると言わざる

をえないのである。 

本調査会の考えは以上の点に尽きるが、ただあえて現状への配慮を加えるとすれば、

特例的な免税の根拠として次の 2つが考えられるだろう。 

まず 1つは、特定の政策、例えば中小企業の支援や地域経済の活性化といった政策を

達成するための、いわゆる政策税制である。ただしこれを根拠に免税をするのであれば、

政策の目的は何か、免税がどのような効果を上げるのか、免税の目的と免税対象が一致

しているか等を明確に示すことが求められるだろう。 

いま１つの根拠は、個人の場合も低所得世帯が免税になっていることであり、法人も

同様に扱うべきという考えである。ただし、この根拠で欠損法人を免税とするには、個

人の場合の免税基準である課税 低限と同じ状況が、法人の場合にはどのような状況な

のかを示す必要があるだろう。この点で欠損法人というのは、個人の課税 低限とは同

等と言えないのではないかというのが大方の見解である。この点についてはより詳細な

データ分析も必要となるが、欠損法人の中には、大きな資本金を有していたり、売上高

は非常に大きかったりする法人も含まれているからである。したがって、もしもこの根

拠で特例を設定するのであれば、欠損法人の中でも資本金の大きな法人を除くなり、売

上高の大きな法人を除外するなりが必要になるのではないだろうか。 

現行の横浜みどり税における欠損法人の課税免除措置の取扱いは、当時の厳しい財政

状況を踏まえ、市当局と市会での熟慮の結果、横浜みどり税条例において規定されたも

のである。今回、やむを得ずに特例を設ける場合も、安易な継続の判断はなされるべき

ではなく、上記の留意点を中心に、市民の代表である市会と十分な協議を行い、慎重な

熟慮の上に決定される必要のあることを強く申し上げておきたい。 
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（４）使途の見直しの必要性の検討 

使途については、次の４点の整理がされている。 

・ 樹林地・農地の確実な担保（公有地化） 

・ 身近な緑化の推進 

・ 維持管理の充実によるみどりの質の向上 

・ ボランティアなど市民参画の促進につながる事業 

（なお、施設の整備費や特定の個人・事業の支援的な性格を有する事業については、超

過課税の使途から除外） 

現行の横浜みどり税の検証の項でも述べたとおり、基本的には、この整理が適当である。 

「これからの緑の取組[平成 26-30 年度](案)」においては、「横浜みどりアップ計画（新

規・拡充施策）」の成果や課題、市民意識調査や土地所有者意識調査の結果などを踏まえ、

事業内容の見直し等が行われたが、その内容は、この４点の整理の範疇を出るものではな

いものであると判断した。 

また、横浜みどり税の使途として、その根幹を成すものは、特別緑地保全地区等に指定

した樹林地等の買取（公有地化）である。いわば、残された緑を 終的には市民共有の財

産としていくものである。そして、特別緑地保全地区等の指定の拡大に伴い、これら指定

した対象地を持ち続けてもらうためには、当該樹林地の維持管理ということも重要性を増

してくる。 

横浜市では、「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」によって、従来の規模を大

きく上回る緑地保全制度による指定等を行い、土地所有者ができるだけ緑地を持ち続けら

れるように、維持管理費の負担軽減等の施策を行った上で、相続等やむを得ない事態の際

に、樹林地の買取（公有地化）を行ってきた。これは、これからの緑の取組[平成 26-30

年度](案)においても、樹林地の買取費用は事業費全体の約７割を占める中心的事業であ

る。横浜みどり税の使途の根幹は、樹林地の公有地化、すなわち、残された緑を市民共有

の財産としていくことなのである。加えて、民有樹林地等における維持管理の支援が、緑

地保全制度による指定等、緑の確実な担保につながっているということを留意する必要が

ある。 

また、横浜みどり税を多くの市民が実感できる機会が少ないという声もあることから、

都心臨海部や緑の少ない地域の緑化の取組を、さらに充実させることも必要である。 

（５）税率の考え方 

ア 基本的な考え方 

現行の横浜みどり税の税率は、個人 900 円・法人９％となっているが、再三述べてい

るとおり、本税制調査会での議論は、単に横浜みどり税の現行税制を継続するのかどう

かといった安易な判断をするものではなく、「税率ありき」で検討を行うものではない。 

横浜みどり税は、緑の取組のために必要な財源を確保するものであるから、まずは横
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浜みどり税を充当すべき事業を決めなければならない。 

したがって、「これからの緑の取組［平成 26-30 年度］（案）」に掲げられた事業の

うち、横浜みどり税を充当することが適切な事業をまずは明らかにする必要がある。 

そして、それらの事業に必要な事業費のうち、国費・市債の充当分及び一般財源で対

応すべき部分を除いた、市民税均等割超過課税によってまかなう財源額を明らかにした

上で、税率を試算することとなるのである。 

 イ 横浜みどり税を充当すべき事業の選択 

     次に、「これからの緑の取組［平成 26-30 年度］（案）」に掲げられた事業のうち、

横浜みどり税を充当することが適切な事業を明らかにした。 

     具体的な検討方法としては、「これからの緑の取組[平成 26-30 年度](案)」に掲げ

られた取組の一覧を基に、使途の考え方の項で整理した４点の考え方に沿って、横浜

みどり税を充当すべきである事業を選択した。 

その結果は、参考資料２のとおりである。 

 ウ 税率の試算 

     「これからの緑の取組[平成 26-30 年度](案)」の事業費は、約 485 億円であり、う

ち一般財源は約 178 億円と計画されている。 

このうち、既存分事業として一般財源を充てる事業費は 48 億円となっており、こ

れらの事業を除くと、横浜みどり税が必要な事業費としては約 130 億円となった。 

仮に、これらの全てを市民税（個人・法人）均等割超過課税によってまかなうこと

とした場合、個人の負担額は、概ね 900 円程度、法人は規模等に応じた均等割額の９％

程度（4,500 円～270,000 円）になると試算された。 

もちろん、これは、現時点の計画事業費を前提に、必要とされる一般財源を全て市

民税均等割超過課税によってまかなうことと仮定した場合の試算にすぎないもので

あり、具体的な税率は、横浜市と市会において協議した上で設定されるべきものであ

る。その際には、これからの緑の取組[平成 26-30 年度]（案）における横浜みどり税

の充当の考え方等について市民の理解を得ることが何よりも重要であることを忘れ

てはならない。 

エ 個人・法人間の負担割合 

個人・法人間の負担割合については、横浜みどり税の実施による市民税全体（所得課

税分を含む）の負担増加率を個人・法人で同程度としていくことが適当であり、現行の

横浜みどり税では、個人 900 円・法人９％となっており、個人 100 円につき法人 1％で

ある。 

このことについては、税制研究会 終報告（平成 20 年 8 月）においても、「個人・

法人間の負担割合については、個人100円あたり法人１％としていくことが適当である」
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と整理されているところであり、今回の税制案の検討にあたっても、この考え方のとお

りで良いと考える。 

なお、この個人・法人間の税率設定は、他県の森林保全等に向けた県民税超過課税に

おいても広く採用されており、そういった点から見ても適当であると考えられる。 

 

３ 施策誘導を目的とした税負担の軽減 

（１）基本的考え方 

横浜みどり税条例では、市民税均等割への超過課税の他にも、固定資産税及び都市計画

税の軽減措置として、「宅地内の農業用施設用地に対する軽減措置」 及び「基準以上の

緑化に対する軽減措置」 を規定している。 

これらの制度は、緑地や農地の維持管理負担の軽減を図り、一層の市街地等の緑化誘導

や農地の維持保全を図ることを目的として、固定資産税及び都市計画税に係る軽減措置を

導入したものである。 

これらの軽減措置については、先に述べたとおり、市街地等の緑化誘導や農地の維持保

全に対するインセンティブとして、一定の成果は出ており、これらの制度を導入した成果

はあったと考えるものである。 

もとより、課税自主権の具体的な活用方策としては、①既存法定税目への超過課税や法

定外税、②税制自体のインセンティブを活用した法定外税の創設、③施策誘導を目的とし

た税負担の軽減といった手法が考えられる中、課税自主権の活用方策としては、横浜みど

り税の創設と税負担の軽減による誘導策をセットで実施していくことが適当であると整

理され、当該軽減措置が導入された経緯もある。 

こうしたことから、これらの軽減措置については、26 年度以降も引き続き実施すること

が適当と考える。 

（２）緑の保全を目的とした税負担の軽減措置（農業用施設用地の固定特例） 

これは、1,000 ㎡以上の農地で耕作を行っている農家で、所有農地等を 10 年以上耕作す

ること及び農業用施設を 10 年間継続して利用する契約を横浜市と締結した場合、農家の

敷地内にある農業用施設用地に係る固定資産税・都市計画税について、一般の農業用施設

用地の税額との差額相当分を 10 年間軽減する措置である。 

（３）緑の創造を目的とした税負担の軽減措置（特定緑化部分の固定特例） 

これは、敷地面積が 500 ㎡以上の建築物の敷地において、一定の緑化基準を超えて５％

以上の上乗せ緑化を行い、緑化部分全体を横浜市と10年間保全する契約を締結した場合、

上乗せ緑化している部分に係る固定資産税・都市計画税の税額の４分の１を 10 年間軽減

するものである。 
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４ 市民の理解と参画 

（１）基本的考え方 

横浜みどり税は、市民税均等割の超過課税であり、したがって先に強調しておいたよう

に、市民の直接参画する市民会議の設置が必須となる。 

現行の横浜みどり税においては、前述のとおり、平成 21 年 6 月 25 日に、横浜みどりア

ップ計画（新規・拡充施策）の推進に向け、施策・事業の市民への情報提供、評価及び意

見・提案等を市民参加により行うための組織として、市民推進会議が設置された。 

このような住民の直接参加する会議（道府県の場合は県民会議）は、住民税の超過課税

を行う他の自治体でも設置されたが、その活動状況を側聞すると、あまり芳しい状況には

ないように思われる。特定の政策目的のための会議であるため、特定事項の利害関係者が

集まる会議となって住民代表と呼びにくくなったり、利害関係者と事業担当部局との関係

が深くなりすぎて会議の透明性や公平性が失われたりしやすいのである。 

この点で横浜の市民推進会議は、超過課税の内容や使途について、公募市民４名を含め

た委員が市民の立場でチェックする点で、当初から期待される通りの成果を収め、立派な

活動を続けていると評価することができる。市民推進会議の開催密度は非常に濃く、また

情報公開も積極的に行われており、他の自治体に類をみないほど透明性が高いといえるの

である。 

 

５ まとめ  

以上、平成 26 年度以降の横浜みどり税の取扱いについて検討を行ってきた。 

本税制調査会としては、現行の横浜みどり税の制度について、その継続の是非を安易に判断

するような検討手法ではなく、その税制の仕組みについてゼロベースで再検討することとした。 

まず、課税自主権を活用するための前提条件として、施策の重要性と財政状況・行政改革の

取組状況について検証した。「これからの緑の取組[平成 26-30 年度] (案)」については、

広く緑の保全・創造という目的の達成に寄与していくこととなると考えられるとともに、

これまでの取組の成果や課題等を踏まえた計画となっていること、また、財政状況・行財

政改革等の取組状況については、厳しい財政状況下での市債発行抑制や、事業評価・事業

見直しの実施等、一定の合理性があることが確認できた。こうしたことから、緑の取組を

継続して実施するという施策の実現のために、安定的な財源として横浜みどり税の継続が

必要であると考えた。 

そして、横浜みどり税の具体的な税制を改めて吟味し、再検討した。その結果、本税制調査

会としては、現行の横浜みどり税と同様、個人・法人に対して市民税均等割超過課税を５年間

行うことが望ましいとの結論に達した。ただし、欠損法人については、税制・税理論の観点か

らすれば、特定の納税者に特例を設ける制度は、税の公平性という点からは、望ましいとはい
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えないが、それでも特例を設ける必要が生じるのであれば、根拠を明確に示した上で市会と十

分な協議を行い、慎重な熟慮の上に決定される必要のあることを指摘した。 

また、税率については、本税制調査会としては、これからの緑の取組[平成 26-30 年度]（案）

のうち、横浜みどり税を充当することがふさわしい事業を整理し、横浜市の財政運営上の観点

も踏まえた上で、個人 900 円・法人９％という税率を試算したわけであるが、これはあくまで

も試算であって、具体的な税率は、横浜市と市会において、市民の理解が得られるかどうかに

ついて十分検討した上で設定されるべきものである。 
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おわりに 

横浜市税制調査会になって 初の答申となるが、調査会の委員一同、今や胸を張って市長に

意見を申しあげられるところまできた。市長から頂戴した 2点の諮問事項を巡って、この 1年

間に多くの会議を積み重ね、その一回一回の審議時間に、まさに真剣かつ自由闊達な議論を交

わしてきた。その成果として、税の専門家集団として恥じることのない、あらゆる観点から検

討し尽くした、 適な回答を導き出せたと確信しているのである。 

本答申の前半は、課税自主権の理論的な整理、すなわち、独自課税をいかに活用し、活用に

おける留意点は何かを明らかにすることであった。この理論整理は、本答申の後半で取り扱っ

た課税自主権の具体的な行使、つまり横浜みどり税を検討する前提としても意味はあるが、そ

れ以上に市町村みずからが行った課税自主権の理論整理として重要性があるだろう。本答申の

「はじめに」でも書いたように、この理論の整理が、全国の市町村関係者の参考になれば幸い

と考えているのである。 

本答申の後半は、具体的な事案としての課税自主権であり、横浜みどり税を平成 26 年度以

降どうするかという諮問への回答である。この点で本税制調査会がまず危機感を抱いたのは、

30 を越える県で実施されている「森林・水源関係の県民税超過課税」が次々と更新期を迎え、

十分な検討や議論もなく第 2期へと継続されていることである。超過課税であるため住民への

積極的な情報公開や住民の参画が必須であるにもかかわらず、税収の使途や事業の効果等が開

示されないまま安易な継続が行われている事態の多いことを側聞し、少なくとも横浜市では、

このように納税者である市民が軽視されるような事態が生じてはならないと心を引き締めた

のである。本報告において「ゼロベースで見直し」「安易な継続はすべきではない」という表

現が多くなってしまったのもこの危機感が故である。 

幸い横浜市の場合、担当部局も市民会議も積極的な情報公開を心がけており、透明性の高い

活動姿勢を続けていたので、調査会の危機感は杞憂に終わった。ただ危機感を抱いたことで、

通常想定される以上の水準まで答申のレベルを高められたのではないかと考えている。税収の

使途や執行状況、事業の成果等を、通例では問いたださないであろうところまで事業担当部局

にくどくどと尋ね、吟味を行った。また課税のあり方についても、あらゆる視点で再検証を行

い、想定されうる代替案もしらみつぶしに精査した。 

かくして、本税制調査会が検分した諸点については、市長のご作業を立派に代行できたであ

ろうと考えている。この点については全幅の信頼をお寄せいただきたい。その上で本答申は、

いうまでもなく本税制調査会としての結論であり、横浜みどり税が今後どうなるかは、横浜市

の理事者としての市長のご熟考と、市民代表である市会との十分なご協議の結果、別途の判断

がなされることになる。 

本税制調査会としては、横浜の市民と法人にみどりの恩恵が十分に行き渡り、将来世代にも

みどり溢れる環境を残せるような政策判断が下されることを願いつつ、本答申がその役に立つ

ことを期待して、本答申を締め括らせていただくことにしたい。 
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